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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分ご

とに事業特性を踏まえ、「第 6章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の

手法」を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象に、入手可能な最新の文献その他の資料に

より把握した。 

 

3.1 自然的状況 

3.1.1 大気環境の状況 

1. 気象の状況 

対象事業実施区域は新潟県北東部に位置しており、夏冬の寒暖の差が大きく、降水量は冬季

に多い。 

対象事業実施区域の最寄りの地域気象観測所として、表 3.1-1 及び図 3.1-1 のとおり中条

地域気象観測所が存在する。 

 

表 3.1-1 対象事業実施区域の最寄りの地域気象観測所 

観測所名 所在地 緯度経度 海面上の高さ 

中条 胎内市新和町 
緯度  38° 3.6′ 
経度 139°24.5′ 27m 

〔「地域気象観測所一覧（平成 30年 11月 30日現在）」（気象庁 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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図 3.1-1 地域気象観測所位置  

「地域気象観測所一覧（平成 30年 11月 30 日

現在）」（気象庁 HP、閲覧：平成 30年 12月） 

より作成 
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対象事業実施区域の最寄りの観測所である中条地域気象観測所における平年値及び平成 29

年の気象概況は、表 3.1-2 のとおりである。平成 29 年の年間降水量は 2,755.0mm、年平均気

温は 13.6℃、年平均風速は 1.9m/s であり、最大風速時の風向は南西～西北西である。なお、

当観測所では雪の観測を実施していない。 

 

表 3.1-2(1) 中条地域気象観測所の気象概況（平年値） 

要素名 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平均気温 

（℃） 
13.4 2.1 2.1 5.1 11.3 16.4 20.5 24.3 26.2 21.8 15.8 10.0 5.1 

日最高気温

（℃） 
17.7 4.8 5.3 9.3 16.5 21.5 25.1 28.6 31.0 26.5 20.5 14.1 8.4 

日最低気温

（℃） 
9.6 -0.6 -0.8 1.3 6.3 11.7 16.5 20.7 22.3 18.0 11.7 6.1 2.1 

平均風速 

（m/s） 
2.0 2.9 2.7 2.3 2.0 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 2.1 2.7 

日照時間 

（時間） 
1,460.4 33.7 52.7 104.1 164.1 188.2 167.4 159.9 202.0 139.7 125.8 70.8 41.1 

降水量 

（mm） 
2,241.9 255.2 166.1 134.0 114.9 131.5 148.7 212.4 164.0 172.0 199.4 260.7 273.6 

注：1．平年値は 1981～2010年の 30年間の観測値の平均をもとに算出した。 

2．日照時間については 1987～2010年の値である。 

〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

表 3.1-2(2) 中条地域気象観測所の気象概況（平成 29年） 

月 

降水量（mm） 気温（℃） 風向・風速（m/s） 日照 

時間 

（h） 
合 計 日最大 

最 大 平 均 
最 高 最 低 

平均 

風速 

最大風速 最大瞬間風速 

1時間 10分間 日平均 日最高 日最低 風 速 風 向 風 速 風 向 

1 347.0 45.5 6.0 2.5 2.7 5.1 0.4 10.7 -4.5 2.7 ) 8.4 ] 西北西 17.8 ) 南 33.0 

2 179.5 31.0 5.5 2.0 3.1 6.4 0.2 13.3 -2.9 3.0 9.2 西北西 19.4 西 45.0 

3 120.0 19.5 8.0 3.0 5.7 9.7 2.2 15.3 -0.6 1.9 7.0 西北西 15.1 西 116.2 

4 116.0 35.5 7.0 2.5 11.8 17.1 6.7 26.3 1.2 1.9 11.2 南西 23.6 南西 164.8 

5 114.0 43.5 18.0 5.0 17.9 23.3 12.8 32.8 6.6 1.5 8.2 西南西 14.3 西 220.3 

6 67.0 18.5 8.5 7.0 19.2 23.8 15.3 30.7 9.7 1.5 8.1 南西 18.2 南南西 150.6 

7 454.5 93.0 41.0 12.0 26.0 30.4 22.7 35.5 18.2 1.4 7.6 南西 16.0 西 178.6 

8 270.0 71.0 42.0 17.0 26.3 31.0 22.7 37.3 17.4 1.4 6.5 南西 16.4 東 159.3 

9 136.5 26.0 10.5 5.5 21.7 26.9 17.3 31.9 11.7 1.6 13.2 南西 23.6 南南西 166.2 

10 202.0 48.0 11.0 6.5 16.1 19.9 12.9 26.7 8.4 1.4 10.2 西北西 20.3 北北西 75.2 

11 332.0 39.5 13.0 11.0 9.3 13.6 5.2 21.2 -0.7 1.9 9.0 西 18.1 北西 66.7 

12 416.5 46.0 13.0 4.0 3.8 6.5 1.1 12.2 -1.0 2.8 ) 10.9 ) 西 22.8 ) 西北西 24.0 

年 2,755.0 93.0 42.0 17.0 13.6 17.8 10.0 37.3 -4.5 1.9 13.2 ] 南西 23.6 南南西 1,399.9 

注：「 ) 」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資料が欠け

ていない）と同等に扱う（準正常値）。「 ] 」は統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている（資料不足値）が、極値、

合計等その値以上（以下）が確実である、という性質を利用して統計に用いる場合がある。必要な資料数は、要素または現

象、統計方法により若干異なるが、全体数の 80%を基準とする。 

〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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2. 大気質の状況 

新潟県における大気質の状況として、「平成 28年度大気汚染測定結果報告」（新潟県、平成

30 年）によると、平成 28 年度は一般環境大気測定局 24 局及び自動車排出ガス測定局 4 局の

計 28局で「大気汚染防止法」（昭和 43年法律第 97号、最終改正：平成 29年 6月 2日）に基

づく常時監視測定を実施している。 

対象事業実施区域の近傍の測定局として、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）

が胎内市中条及び村上市村上に設置されている。測定局の概要及び測定項目は表 3.1-3、位置

は図 3.1-2のとおりである。 

 

表 3.1-3 測定局の概要及び測定項目（平成 28年度） 

区分 市 測定局 
用途 

地域 

二酸化硫黄 

（SO2） 

窒素酸化物 

（NO2） 

浮遊粒子状 

物質 

（SPM） 

光化学 

オキシダント

（Ox） 

微小粒子状 

物質 

（PM2.5） 

一般局 
胎内市 中条 住 ◯ ◯ ◯ ◯ × 

村上市 村上 準工 × × × ◯ × 

注：1．用途地域は、都市計画法第 8条第 1項第 1号の地域区分による。 

2．測定項目の「○」は測定が行われていること、「×」は行われていないことを示す。 

〔「平成 28年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

  



3.1-5 

(20) 

 

図 3.1-2 大気測定局の位置  

「平成 28年度大気汚染測定結果報告」（新潟

県 HP、閲覧：平成 30年 12月） より作成 
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(1)二酸化硫黄 

平成 28年度における二酸化硫黄の測定結果は表 3.1-4のとおりであり、環境基準を達成し

ている。 

また、過去 5年間における 1年平均値（以下、「年平均値」という。）の経年変化は、表 3.1-5

及び図 3.1-3のとおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：1時間値の 1 日平均値（以下、「日平均値」という。）が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間

値が 0.1ppm 以下であること。 

短期的評価：日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であること。 

長期的評価：日平均値の年間 2%除外値が 0.04ppm 以下であること。ただし、日平均値が 0.04ppm を超

えた日が 2日以上連続しないこと。 

 

表 3.1-4 二酸化硫黄の測定結果（平成 28年度） 

区分 市町 測定局 

用

途 

地

域 

有効 

測定 

日数 

年平 

均値 

1時間値が

0.1ppmを 

超えた 

時間数と 

その割合 

日平均値が

0.04ppmを 

超えた 

日数と 

その割合 

1時間値 

の 

最高値 

日平均値 

の 

2%除外値 

日平均値が 

0.04ppmを 

超えた日が 

2日以上 

連続した 

ことの有無 

環境基準の 

長期的評価 

による 

日平均値が 

0.04ppmを 

超えた日数 

日 ppm 時間 % 日 % ppm ppm 有×・無〇 日 

一般局 胎内市 中条 住 365 0.000 0 0 0 0 0.014 0.001 ○ 0 

注：「環境基準の長期的評価による日地平均値が 0.04ppm を超えた日数」とは、日平均値の高い方から 2%の範囲の日平均

値を除外した後の日平均値が 0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2 日以上連続

した延日数のうち、2%除外該当日に含まれている日数分については除外しない。 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

表 3.1-5 二酸化硫黄の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 

（単位：ppm） 

区分 市町 測定局 項目 
平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

一般局 胎内市 中条 年平均値 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

図 3.1-3 二酸化硫黄の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 
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(2)二酸化窒素 

平成 28年度における二酸化窒素の測定結果は表 3.1-6のとおりであり、環境基準を達成し

ている。 

また、過去 5年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-7及び図 3.1-4のとおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：日平均値が 0.04ppmから 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。 

長期的評価：日平均値の年間 98%値が 0.06ppm を超えないこと。 

 

表 3.1-6 二酸化窒素の測定結果（平成 28年度） 

区分 市町 測定局 
用途

地域 

有効

測定

日数 

年平均値 

1時間値

の 

最高値 

1時間値

が 

0.2ppmを 

超えた 

時間数と 

その割合 

1時間値が 

0.1ppm以上 

0.2ppm以下 

の日数と 

その割合 

日平均値

が 

0.06ppmを

超えた 

日数と 

その割合 

日平均値が 

0.04ppm以上 

0.06ppm以下 

の日数と 

その割合 

日平均値 

の 

年間 98%値 

98%値評価

による 

日平均値が

0.06ppmを

超えた日数 

日 ppm ppm 時間 % 時間 % 日 % 日 % ppm 日 

一般局 胎内市 中条 住 3 (0.004) 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.005) 0 

注：1．「98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数」とは、1 年間の日平均値のうち低い方から 98%の範囲にあっ

て、かつ 0.06ppmを超えた日数である。 

2．年度を通じて測定時間が 6,000時間に達していない場合の値は（ ）で示す。 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

表 3.1-7 二酸化窒素の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 

（単位：ppm） 

区分 市町 測定局 項目 
平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

一般局 胎内市 中条 年平均値 0.004 0.004 （0.004） （0.004） （0.004） 

注：年度を通じて測定時間が 6,000 時間に達していない場合の値は（ ）で示す。 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

図 3.1-4 二酸化窒素の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 
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(3)浮遊粒子状物質 

平成 28年度における浮遊粒子状物質の測定結果は表 3.1-8のとおりであり、環境基準を達

成している。 

また、過去 5年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-9及び図 3.1-5のとおりである。 
 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

短期的評価：日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

長期的評価：日平均値の年間 2%除外値が 0.10mg/m3以下であること。ただし、日平均値が 0.10mg/m3

を超えた日が 2日以上連続しないこと。 

 

表 3.1-8 浮遊粒子状物質の測定結果（平成 28年度） 

区分 市町 測定局 

用

途

地

域 

有効 

測定 

日数 

年平均値 

1時間値が

0.20mg/m3を 

超えた 

時間数と 

その割合 

日平均値が

0.1mg/m3を

超えた 

日数と 

その割合 

1時間値 

の 

最高値 

日平均値

の 

2%除外値 

日平均値が

0.10mg/m3を 

超えた日が 

2日以上連続 

したことの 

有無 

環境基準の

長期的評価

による 

日平均値が

0.10mg/m3を

超えた日数 

日 mg/m3 時間 % 日 % mg/m3 mg/m3 有×・無〇 日 

一般局 胎内市 中条 住 363 0.017 0 0 0 0 0.079 0.031 ○ 0 

注：「環境基準の長期的評価による日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数」とは、日平均値の高い方から 2%の範囲の日平均

値を除外した後の日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数である。ただし、日平均値が 0.10mg/m3を超えた日が 2 日以上

連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

表 3.1-9 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 

（単位：mg/m3） 

区分 市町 測定局 項目 
平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

一般局 胎内市 中条 年平均値 0.020 0.020 0.020 0.018 0.017 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

図 3.1-5 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 
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(4)光化学オキシダント 

平成 28 年度における光化学オキシダントの測定結果は表 3.1-10 のとおりであり、環境基

準は非達成である。 

また、過去 5年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-11及び図 3.1-6のとおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：1時間値が 0.06ppm以下であること。 

短期的評価：1時間値が 0.06ppm 以下であること。 

 

表 3.1-10 光化学オキシダントの測定結果（平成 28年度） 

区分 市町 測定局 
用途 

地域 

昼間 

測定 

日数 

昼間の 

1時間値の 

年平均値 

昼間の 1 時間値が 

0.06ppmを超えた 

日数とその割合 

昼間の 1 時間値が 

0.12ppmを超えた

日数とその割合 

昼間の 

1時間値の 

最高値 

昼間の 

日最高 

1時間値の

年平均値 

日 ppm 日 % 日 % ppm ppm 

一般局 
胎内市 中条 住 365 0.040 68 18.6 0 0 0.098 0.048 

村上市 村上 準工 365 0.034 47 12.9 0 0 0.085 0.044 

注：昼間とは 5 時から 20 時までの時間帯をいう。 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

表 3.1-11 光化学オキシダントの昼間の 1時間値の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 

（単位：ppm） 

区分 市町 測定局 項目 
平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

一般局 
胎内市 中条 

年平均値 
0.036 0.036 0.036 0.039 0.040 

村上市 村上 0.038 0.035 0.036 0.036 0.034 

注：昼間とは 5 時から 20 時までの時間帯をいう。 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

 

 

〔「平成 28 年度大気汚染測定結果報告」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12 月）より作成〕 

図 3.1-6 光化学オキシダントの昼間の 1時間値の年平均値の経年変化（平成 24～28年度） 
 

 

(5)大気汚染に係る苦情の発生状況 

「第 128回新潟県統計年鑑 2017」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）及び「【新発田】平

成 28年健康福祉環境の現況」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度の

大気汚染に係る公害苦情の受理件数は、新潟県では 174件であり、そのうち胎内市及び村上市

では 0件である。  
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3. 騒音の状況 

(1)環境騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における一般環境騒音の状況について、新潟県、胎内市及び

村上市において公表された測定結果はない。 

 

(2)自動車交通騒音の状況 

新潟県における自動車交通騒音の状況について、「平成 28年度 一般環境騒音・自動車交通

騒音調査結果」（新潟県、平成 29年）によると、平成 28年度に対象事業実施区域周囲の 16区

間で評価が行われている。自動車交通騒音の面的評価結果は表 3.1-12、評価区間は図 3.1-7の

とおりであり、全評価区間で環境基準を達成している。 

 

表 3.1-12 自動車交通騒音の面的評価結果（平成 28年度） 

市 

名 

番 

号 
評価対象道路 評価区間 

評価 

区間 

の延長 

評価結果 

評価対 

象住居 

昼間・夜間と

も基準値以下 

昼間のみ 

基準値以下 

夜間のみ 

基準値以下 

昼間・夜間と

も基準値超過 

km 戸 戸 % 戸 % 戸 % 戸 % 

胎 

内 

市 

① 一般国道 7 号 野中～羽黒 0.4 3 3 100 0 0 0 0 0 0 

② 
主要地方道 

新潟新発田村上線 
高畑～高畑 1.3 11 11 100 0 0 0 0 0 0 

③ 一般県道中条乙線 本郷町 17～協和町 4 1.4 54 54 100 0 0 0 0 0 0 

④ 一般県道中条乙線 高野～高野 0.8 9 9 100 0 0 0 0 0 0 

⑤ 一般県道樽ヶ橋長政線 平木田～平木田 1.0 91 91 100 0 0 0 0 0 0 

⑥ 一般県道荒井浜黒川線 大出～大出 0.3 74 74 100 0 0 0 0 0 0 

村 

上 

市 

⑦ 一般国道 7 号 坂町～坂町 2.1 84 84 100 0 0 0 0 0 0 

⑧ 一般国道 113号 長政～坂町 0.9 2 2 100 0 0 0 0 0 0 

⑨ 一般国道 113号 坂町～坂町 0.4 22 22 100 0 0 0 0 0 0 

⑩ 一般国道 345号 八日市 14～八日市 13 0.3 24 24 100 0 0 0 0 0 0 

⑪ 一般国道 345号 八日市 13～八日市 0.4 10 10 100 0 0 0 0 0 0 

⑫ 
一般県道 

坂町駐車場金屋線 
坂町～藤沢 0.4 69 69 100 0 0 0 0 0 0 

⑬ 
一般県道 

坂町駐車場金屋線 
藤沢～藤沢 0.2 18 18 100 0 0 0 0 0 0 

⑭ 
一般県道 

坂町駐車場金屋線 
藤沢～山口 0.3 35 35 100 0 0 0 0 0 0 

⑮ 
一般県道 

坂町駐車場金屋線 
山口～山口 0.4 48 48 100 0 0 0 0 0 0 

⑯ 一般県道瀬波温泉線 
瀬波温泉 2 丁目 4 

～浜新田 
0.4 53 53 100 0 0 0 0 0 0 

注：1．表中の番号は、図 3.1-7の番号に対応する。 

  2．昼間は 6 時～22 時、夜間は 22時～6 時である。 

〔「平成 28 年度 一般環境騒音・自動車交通騒音調査結果」（新潟県、平成 29年）より作成〕 

 

(3)騒音に係る苦情の発生状況 

「第 128回新潟県統計年鑑 2017」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）及び「【新発田】平

成 28年健康福祉環境の現況」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度の

騒音に係る公害苦情の受理件数は、新潟県では 198件であり、そのうち胎内市では 1件、村上

市では 6件である。 
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図 3.1-7 自動車交通騒音の評価区間  

「平成 28 年度 一般環境騒音・自動車交通騒音 

調査結果」（新潟県、平成 29年）  より作成 

注：図中の番号は、表 3.1-12中の番号に対応

する。 
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4. 振動の状況 

(1)環境振動の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の状況について、新潟県、胎内市及び村上

市において公表された測定結果はない。 

 

(2)自動車交通振動の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における自動車交通振動の状況について、新潟県、胎内市及

び村上市において公表された測定結果はない。 

 

(3)振動に係る苦情の発生状況 

「第 128回新潟県統計年鑑 2017」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）及び「【新発田】平

成 28年健康福祉環境の現況」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度の

振動に係る公害苦情の受理件数は、新潟県では 25件であり、そのうち胎内市では 0件、村上

市では 1件である。 
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3.1.2 水環境の状況 

1. 水象の状況 

(1)河川 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川の状況は図 3.1-8のとおりである。 

対象事業実施区域の北側には荒川水系の一級河川である荒川が、東側には荒川水系の一級

河川である乙大日川が、南側には胎内川水系の二級河川である胎内川等が分布している。 

なお、対象事業実施区域内に河川は存在しない。 

 

(2)海域 

対象事業実施区域が位置する胎内市は、日本海に面している。 
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図 3.1-8 主要な河川の状況  

「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省国土
政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 30年 12月） 

より作成 
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2. 水質の状況 

(1)河川の水質 

新潟県における河川の水質の状況として、「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測

定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30 年 12 月）によると、平成 28 年度は 131 地点で測定が実

施されており、対象事業実施区域周囲の水質測定結果は表 3.1-13、測定地点は図 3.1-9 のと

おりである。一部の項目で環境基準値を超える検体が確認されている。 

 

表 3.1-13(1) 河川の水質測定結果（平成 28年度・生活環境項目） 

水域名（河川名等） 荒川中流 荒川下流 
環境基準 

AA類型 

（河川） 

測定地点名 荒川橋 旭橋下流 

類型区分 AA AA 

測定項目 単位 最小値 最大値 m n 最小値 最大値 m n 

水素イオン濃度(pH) － 6.9 7.4 0 4 6.8 7.7 0 12 
6.5以上 

8.5以下 

溶存酸素量(DO) mg/L 8.5 13 0 4 8.3 14 0 12 7.5以上 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L <0.5 0.7 0 4 <0.5 0.8 0 12 1以下 

浮遊物質量(SS) mg/L 1 34 1 4 <1 32 1 12 25以下 

大腸菌群数 
MPN/ 

100mL 
110 4,900 4 4 33 7,900 11 12 50以下 

 

水域名（河川名等） 胎内川中流 
環境基準 

A類型 

（河川） 

測定地点名 高野橋上流 

類型区分 A 

測定項目 単位 最小値 最大値 m n 

水素イオン濃度(pH) － 7.0 7.6 0 12 
6.5以上 

8.5以下 

溶存酸素量(DO) mg/L 8.8 14 0 12 7.5以上 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L <0.5 1.0 0 12 2以下 

浮遊物質量(SS) mg/L <1 2 0 12 25以下 

大腸菌群数 
MPN/ 

100mL 
31 23,000 5 12 1,000以下 

 

水域名（河川名等） 胎内川下流 胎内川下流 
環境基準 

B類型 

（河川） 

測定地点名 新胎内橋 胎内大橋 

類型区分 B B 

測定項目 単位 最小値 最大値 m n 最小値 最大値 m n 

水素イオン濃度(pH) － 7.0 7.4 0 5 7.0 7.3 0 12 
6.5以上 

8.5以下 

溶存酸素量(DO) mg/L 5.0 7.9 0 5 8.0 13 0 12 5以上 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 2.3 4.1 2 5 <0.5 1.4 0 12 3以下 

浮遊物質量(SS) mg/L 4 7 0 5 <1 4 0 12 25以下 

大腸菌群数 
MPN/ 

100mL 
－ － － － 490 49,000 3 12 5,000以下 

注：1．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「<」は未満を意味する。 

3．「－」は該当がないこと、または調査が行われていないことを示す。 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

  



3.1-16 

(31) 

表 3.1-13(2) 河川の水質測定結果（平成 28年度・健康項目） 

水域名（河川名等） 荒川下流 胎内川下流 胎内川下流 

環境基準 地点名 旭橋下流 新胎内橋 胎内大橋 

項目 単位 最大値 平均値 m/n 最大値 平均値 m/n 最大値 平均値 m/n 

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 0/2 － － － <0.0003 <0.0003 0/2 0.003以下 

全シアン mg/L <0.1 <0.1 0/2 － － － <0.1 <0.1 0/2 検出されないこと 

鉛 mg/L <0.005 <0.005 0/2 － － － <0.005 <0.005 0/2 0.01以下 

六価クロム mg/L <0.01 <0.01 0/2 － － － <0.01 <0.01 0/2 0.05以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 0/2 － － － <0.005 <0.005 0/2 0.01以下 

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 0/2 － － － <0.0005 <0.0005 0/2 0.0005以下 

PCB mg/L <0.0005 <0.0005 0/1 － － － － － － 検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 0/2 <0.002 <0.002 0/4 <0.002 <0.002 0/4 0.02以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 0/2 <0.0002 <0.0002 0/4 <0.0002 <0.0002 0/4 0.002以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 0/2 <0.0004 <0.0004 0/4 <0.0004 <0.0004 0/4 0.004以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.01 <0.01 0/2 <0.01 <0.01 0/4 <0.01 <0.01 0/4 0.1以下 

シス-1,2-ジクロロ 

エチレン 
mg/L <0.004 <0.004 0/2 <0.002 <0.002 0/4 <0.002 <0.002 0/4 0.04以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 0/2 <0.0005 <0.0005 0/4 <0.0005 <0.0005 0/4 1以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 0/2 <0.0006 <0.0006 0/4 <0.0006 <0.0006 0/4 0.006以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 0/2 <0.001 <0.001 0/4 <0.001 <0.001 0/4 0.01以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 0/2 <0.0005 <0.0005 0/4 <0.0005 <0.0005 0/4 0.01以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 0/2 － － － <0.0002 <0.0002 0/2 0.002以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 0/2 － － － <0.0006 <0.0006 0/2 0.006以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 0/2 － － － <0.0003 <0.0003 0/2 0.003以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 0/2 － － － <0.002 <0.002 0/2 0.02以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 0/2 <0.001 <0.001 0/4 <0.001 <0.001 0/4 0.01以下 

セレン mg/L <0.002 <0.002 0/2 － － － <0.002 <0.002 0/2 0.01以下 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
mg/L 0.24 0.20 0/2 － － － 0.29 0.26 0/2 10以下 

ふっ素 mg/L <0.1 <0.1 0/2 － － － <0.1 <0.1 0/2 0.8以下 

ほう素 mg/L <0.1 <0.1 0/2 － － － <0.1 <0.1 0/2 1以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 0/2 <0.005 <0.005 0/2 <0.005 <0.005 0/2 0.05以下 

注：1．「m」は環境基準を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「<」は未満を意味する。 

3．「－」は該当がないこと、または調査が行われていないことを示す。 

4．「検出されないこと」とは、測定結果が定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン 0.1mg/L、PCB 0.0005mg/L） 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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表 3.1-13(3) 河川の水質測定結果（平成 28年度・水生生物保全項目） 

水域名（河川名等） 荒川下流 胎内川中流 
環境基準 

生物 A 

（河川） 

測定地点名 旭橋下流 高野橋上流 

類型区分 生物 A 生物 A 

測定項目 単位 最小値 最大値 m n 平均値 最小値 最大値 m n 平均値 

全亜鉛 mg/L 0.005 0.005 0 2 0.005 <0.001 0.003 0 2 0.002 0.03以下 

ノニルフェノール mg/L <0.00006 <0.00006 0 2 <0.00006 <0.00006 <0.00006 0 2 <0.00006 0.001以下 

LAS mg/L <0.0006 <0.0006 0 1 <0.0006 － － － － － 0.03以下 

 

水域名（河川名等） 胎内川下流 胎内川下流 
環境基準 

生物 A 

（河川） 

測定地点名 新胎内橋 胎内大橋 

類型区分 生物 A 生物 A 

測定項目 単位 最小値 最大値 m n 平均値 最小値 最大値 m n 平均値 

全亜鉛 mg/L 0.008 0.008 0 1 0.008 0.001 0.003 0 2 0.002 0.03以下 

ノニルフェノール mg/L － － － － － <0.00006 <0.00006 0 2 <0.00006 0.001以下 

LAS mg/L － － － － － － － － － － 0.03以下 

注：1．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「<」は未満を意味する。 

3．「－」は調査が行われていないことを示す。 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

表 3.1-13(4) 河川の水質測定結果（平成 28年度・その他の項目） 

水域名 

（河川名等） 
荒川中流 荒川下流 胎内川下流 

地点名 荒川橋 旭橋下流 胎内大橋 

項目 単位 最小値 最大値 m n 最小値 最大値 m n 最小値 最大値 m n 

全窒素 mg/L 0.27 0.48 － 4 0.23 0.57 － 2 0.44 0.48 － 2 

全燐 mg/L 0.006 0.064 － 4 0.011 0.064 － 2 0.056 0.10 － 2 

注：1．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「－」は該当がないことを示す。 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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図 3.1-9 水質測定地点  

「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質
測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30 年 12
月）              より作成 
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(2)海域の水質 

新潟県における海域の水質の状況として、「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測

定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度は 48地点で測定が実施

されており、対象事業実施区域周囲の水質測定結果は表 3.1-14、測定地点は図 3.1-9 のとお

りである。一部の項目で環境基準値を超える検体が確認されている。 

 

表 3.1-14(1) 海域の水質測定結果（平成 28年度・生活環境項目） 

水域名 県北海域 県北海域 
環境基準 

A類型 

（海域） 

測定地点名 NO.01 NO.02 

類型区分 A A 

測定項目 単位 最小値 最大値 m n 最小値 最大値 m n 

水素イオン濃度(pH) － 8.0 8.3 0 6 8.0 8.2 0 6 
7.8以上 

8.3以下 

化学的酸素要求量(COD) mg/L 1.1 3.3 3 6 0.8 2.0 0 6 2以下 

溶存酸素量(DO) mg/L 7.5 9.5 0 6 7.2 10 1 6 7.5以上 

大腸菌群数 
MPN/ 

100mL 
0 790 0 6 0 540 0 6 1,000 以下 

n-ヘキサン抽出物質(油分等) mg/L － － － － <0.5 <0.5 0 2 
検出され
ないこと 

注：1．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「<」は未満を意味する。 

3．「－」は該当がないこと、または調査が行われていないことを示す。 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

表 3.1-14(2) 海域の水質測定結果（平成 28年度・健康項目） 

水域名 県北海域 

環境基準 地点名 NO.02 

測定項目 単 位 最大値 平均値 m/n 

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 0/2 0.003 以下 

全シアン mg/L <0.1 <0.1 0/2 検出されないこと 

鉛 mg/L <0.005 <0.005 0/2 0.01以下 

六価クロム mg/L <0.01 <0.01 0/2 0.05以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 0/2 0.01以下 

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 0/2 0.0005以下 

注：1．「m」は環境基準を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「<」は未満を意味する。 

3．「検出されないこと」とは、測定結果が定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン 0.1mg/L） 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

表 3.1-14(3) 海域の水質測定結果（平成 28年度・水生生物保全項目） 

水域名 県北海域 【参考】 

環境基準 

生物 A 

（海域） 

測定地点名 NO.02 

類型区分 － 

測定項目 単 位 最小値 最大値 m n 平均値 

全亜鉛 mg/L <0.001 <0.001 － 2 <0.001 0.02以下 

ノニルフェノール mg/L － － － － － 0.001 以下 

LAS mg/L － － － － － 0.01以下 

注：1．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2.「<」は未満を意味する。 

3．「－」は該当がないこと、または調査が行われていないことを示す。 

〔「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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表 3.1-14(4) 海域の水質測定結果（平成 28年度・その他の項目） 

水域名 県北海域 【参考】 

環境基準 

Ⅰ 

（海域） 

地点名 NO.02 

類型区分 － 

測定項目 単 位 最小値 最大値 m n 

全窒素 mg/L 0.11 0.18 － 4 0.2以下 

全燐 mg/L 0.010 0.019 － 4 0.02以下 

注：1．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。 

2．「－」は該当がないことを示す。 

〔「平成 28年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

(3)地下水の水質 

新潟県における地下水の水質の状況として、「平成 28 年度 公共用水域及び地下水の水質

測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度は概況調査が 47地点

で測定が実施されている。対象事業実施区域及びその周囲の水質測定結果は表 3.1-15 のとお

りであり、環境基準を達成している。 
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表 3.1-15 地下水水質の測定結果（平成 28年度） 

市 名 胎内市 胎内市 村上市 

環境基準 
地区名 乙 東牧 坂町 

用 途 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 

水温（℃） 14.6 14.4 13.5 

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003mg/L 以下 

全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 検出されないこと 

鉛 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.01 mg/L 以下 

六価クロム mg/L <0.04 <0.04 <0.04 0.05 mg/L 以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.01 mg/L 以下 

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 mg/L 以下 

アルキル水銀 mg/L － － － 検出されないこと 

PCB mg/L － － － 検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L － <0.002 － 0.02 mg/L 以下 

四塩化炭素 mg/L － <0.0002 － 0.002 mg/L以下 

塩化ビニルモノマー※ mg/L － － － 0.002 mg/L以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L － <0.0004 － 0.004 mg/L以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L － <0.01 <0.01 0.1 mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン mg/L － <0.004 <0.004 0.04 mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L － <0.0005 － 1 mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L － <0.0006 － 0.006 mg/L以下 

トリクロロエチレン mg/L － <0.001 <0.001 0.01 mg/L 以下 

テトラクロロエチレン mg/L － <0.0005 <0.0005 0.01 mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L － － － 0.002 mg/L以下 

チウラム mg/L － － － 0.006 mg/L以下 

シマジン mg/L － － － 0.003 mg/L以下 

チオベンカルブ mg/L － － － 0.02 mg/L 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.01 mg/L 以下 

セレン mg/L － － － 0.01 mg/L 以下 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
mg/L 0.81 2.2 0.39 10 mg/L 以下 

ふっ素 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.8 mg/L 以下 

ほう素 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 1 mg/L 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.05 mg/L 以下 

pH － 6.1 6.3 6.7 － 

注：1．「※」の塩化ビニルモノマーの名称は、平成 29年 4月 1日から「クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化

ビニルモノマー）」に変更されている。 

2．「<」は未満を意味する。 

3．「－」は該当がないこと、または調査が行われていないことを示す。 

〔「平成 28年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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(4)水質及び水底の底質のダイオキシン類の状況 

新潟県では、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11年法律第 105 号、最終改正：平成

26年 6月 18日）第 27条第 1項に基づき、ダイオキシン類による汚染の状況を調査している。

平成 28 年度における対象事業実施区域周囲の測定結果は表 3.1-16 のとおりであり、環境基

準を達成している。 

 

表 3.1-16(1) 公共用水域のダイオキシン類の調査結果（平成 28年度・河川水質） 

調査地点 調査結果 

（pg-TEQ/L） 
環境基準 

河川名 地点名 

荒川 旭橋下流 0.078 
1以下 

胎内川 胎内大橋 0.10 

〔「平成 28年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

表 3.1-16(2) 公共用水域のダイオキシン類の調査結果（平成 28年度・河川底質） 

調査地点 調査結果 

（pg-TEQ/g） 
環境基準 

河川名 地点名 

荒川 旭橋下流 0.82 
150以下 

胎内川 胎内大橋 3.7 

〔「平成 28年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

(5)水質に係る苦情の発生状況 

「第 128回新潟県統計年鑑 2017」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）及び「【新発田】平

成 28年健康福祉環境の現況」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度の

水質汚濁に係る公害苦情の受理件数は、新潟県では 208件であり、そのうち胎内市では 1件、

村上市では 2件である。 

  



3.1-23 

(38) 

3.1.3 土壌及び地盤の状況 

1. 土壌の状況 

(1)土壌 

対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は図 3.1-10のとおりである。 

対象事業実施区域は主に砂丘未熟土壌からなっている。 

 

(2)土壌汚染 

「土壌汚染対策法」（平成 14年法律第 53号、最終改正：平成 29年 6月 2日）に基づく要措

置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況として、「土壌汚染対策法による指定区域」（新潟

県 HP、閲覧：平成 30 年 12 月）によると、平成 30 年 10 月現在、胎内市及び村上市において

形質変更時要届出区域の指定があるものの、対象事業実施区域には存在しない。 

また、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和 45年法律第 139号、最終改正：平

成 23年 8月 30日）に基づく農用地土壌汚染対策地域及び「ダイオキシン類対策特別措置法」

（平成 11年法律第 105号、最終改正：平成 26年 6月 18日）に基づくダイオキシン類土壌汚

染対策地域は、新潟県には存在しない。 

 

(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況 

「第 128回新潟県統計年鑑 2017」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）及び「【新発田】平

成 28年健康福祉環境の現況」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度の

土壌汚染に係る公害苦情の受理件数は、新潟県では 9件であり、そのうち胎内市では 0件、村

上市では 1件である。 

 

2. 地盤の状況 

(1)地盤沈下の状況 

「平成 28年度 全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、平成 30年）によると、新潟県にお

いて地盤沈下が観測される地域はあるものの、胎内市及び村上市では観測されていない。 

 

(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況 

「第 128回新潟県統計年鑑 2017」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）及び「【新発田】平

成 28年健康福祉環境の現況」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、平成 28年度の

地盤沈下に係る公害苦情の受理件数は、新潟県では 1件であり、そのうち胎内市及び村上市で

は 0件である。 
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図 3.1-10 土壌図  

「土地分類基本調査 土壌図［中条］」 
（新潟県、昭和 46年）   より作成 



3.1-25 

(40) 

3.1.4 地形及び地質の状況 

1. 地形の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は図 3.1-11のとおりであり、対象事業

実施区域は浜、裸出砂丘からなっている。また、「日本の典型地形」（国土地理院 HP、閲覧：平

成 30 年 12 月）によると、表 3.1-17 及び図 3.1-12 のとおり対象事業実施区域周囲に胎内川

扇状地及び新潟砂丘が存在する。 

 

表 3.1-17 地形の状況（典型地形） 

地形項目 名 称 備 考 

扇状地 胎内川扇状地 ― 

砂丘・風紋 新潟砂丘 最大 10列を超える典型的横列砂丘 

〔「日本の典型地形」（国土地理院 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

 

2. 地質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は図 3.1-13のとおりである。対象

事業実施区域には海浜砂、砂丘砂が分布している。 

 

3. 重要な地形・地質 

「日本の地形レッドデータブック第 2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平

成 14年）によると、保存すべき地形として表 3.1-18及び図 3.1-14のとおり対象事業実施区

域周囲に黒川村の臭水坪群が存在する。 

また、「文化財保護法」（昭和 25年法律第 214号、最終改正：平成 30年 6月 8日）により指

定されている重要な地質は存在しない。 

 

表 3.1-18 保存すべき地形 

地形区分 名称 地形の特性 選定基準 保存状況 保全状況 

その他の 

重要な地形 

黒川村の 

臭水坪群 
原油の湧出 

・日本の地形を代表する典型的かつ

希少、貴重な地形 

・地形学の教育上重要な地形もしく

は地形学の研究の進展に伴って

新たに注目したほうがよいと考

えられる地形 

現時点で低強度の

破壊を受けている

地形。今後破壊が

継続されれば、消

滅が危惧される。 

県・村の

文化財 

〔「日本の地形レッドデータブック第 2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成 14年）より作成〕 
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図 3.1-11 地形分類図  

「土地分類基本調査 地形分類図［中条］」 

（新潟県、昭和 46年）     より作成 
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図 3.1-12 典型地形  

「日本の典型地形」（国土地理院 HP、閲覧：平

成 30年 12月）        より作成 
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図 3.1-13 表層地質図 

「土地分類基本調査 表層地質図［中条］」 

（新潟県、昭和 46年）     より作成 
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図 3.1-14 保存すべき地形  

「日本の地形レッドデータブック第 2集」（日

本の地形レッドデータブック作成委員会、

平成 14年）          より作成 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

1. 動物の生息の状況 

(1)動物相の概要 

動物の生息の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象

に、文献その他の資料により整理した。 

文献その他の資料の調査範囲は、対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ

（「稲荷岡」、「中条」、「坂町」）及び対象市（胎内市、村上市）とした。調査範囲は図 3.1-15の

とおりである。 

 

 

図 3.1-15 文献その他の資料調査範囲 
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①  動物相  

表 3.1-19に示す文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲にお

ける動物相の概要は表 3.1-20のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲においては、哺乳類 24種、鳥類 200種、爬虫類 8種、両

生類 10 種、昆虫類 695 種、魚類 37 種及び底生動物 79 種の計 1,053 種が確認されている。 
 

表 3.1-19 動物に係る文献その他の資料の一覧 

No. 文献その他の資料 

対象分類群 

対象データ 

の範囲 
哺
乳
類 

鳥 

類 

爬
虫
類 

両
生
類 

昆
虫
類 

魚 

類 

底
生
動
物 

1 「第 2 回自然環境保全基礎調査」（環境庁、昭和 55～57年） ○ ○   ○   対象事業実施区

域が含まれるメ

ッシュ（「稲荷

岡」、「中条」、「坂

町」） 

2 「第 3 回自然環境保全基礎調査」（環境庁、昭和 63年）  ○      

3 「第 4 回自然環境保全基礎調査」（環境庁、平成 5～7年） ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

4 「第 5 回自然環境保全基礎調査」（環境庁、平成 13～14年） ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

5 「第 6 回自然環境保全基礎調査」（環境省、平成 16年） ○       

6 
「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマ

タカ）の結果について－」（環境省、閲覧：平成 30年 12月） 
 ○      

7 
「日本におけるオオタカの生息分布（平成 8 年～12 年）」

（環境省、平成 17年） 
 ○      

8 
「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」 

（生物多様性センターHP、閲覧：平成 30年 12月） 
 ○      

胎内市、村上市 

9 「レッドデータブックにいがた」（新潟県、平成 13年） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 
「新潟県第 2次レッドリスト（新潟県の保護上重要な野生

生物の種のリスト）鳥類編」（新潟県、平成 26年） 
 ○      

11 

「新潟県第 2次レッドリスト（新潟県の保護上重要な野生

生物の種のリスト）淡水魚類・大型水生甲殻類編」（新潟県、

平成 27年） 

     ○ ○ 

12 

「新潟県第 2次レッドリスト（新潟県の保護上重要な野生

生物の種のリスト）両生類・爬虫類編」（新潟県、平成 28

年） 

  ○ ○    

13 「中条町史」（中条町、平成 16年）  ○      胎内市 

14 「新潟のすぐれた自然」（新潟県、昭和 58年）     ○   

15 「続・新潟のすぐれた自然」（新潟県、平成 5年）     ○   

16 
「第 5 次鳥獣保護事業計画 鳥獣保護対策調査報告書」（新

潟県、昭和 63年） 
 ○      

17 
「第 7 次鳥獣保護事業計画 鳥獣保護対策調査報告書」（新

潟県、平成 10年） 
 ○      

18 
「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」（日本風力開

発株式会社、平成 20 年度） 
○ ○ ○ ○ ○   

19 
「河川水辺の国勢調査（荒川）鳥類」（国土交通省、平成 20

年） 
 ○      

対象事業実施区

域及びその周囲 

20 
「河川水辺の国勢調査（荒川）底生動物」（国土交通省、平

成 27年） 
    ○  ○ 

21 
「河川水辺の国勢調査（荒川）哺乳類・爬虫類・両生類・

昆虫類」（国土交通省、平成 25年） 
○  ○ ○ ○   

22 
「河川水辺の国勢調査（荒川）魚類」（国土交通省、平成 26

年） 
     ○  

23 
「平成 27 年度 環境省委託業務 2014 年 鳥類標識調査報

告書」（公益財団法人 山階鳥類研究所、平成 28年） 
 ○      

対象事業実施区

域周囲の調査地

点「福島潟」 

24 「コウモリの世界」（柏崎市立博物館、平成 16年） ○       

対象事業実施区

域が含まれるメ

ッシュ「北浦」※ 

注：「北浦」のメッシュが含まれる地域は胎内市を含む旧北蒲原郡を示す。 
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表 3.1-20 動物相の概要 

分 類 主な確認種 

哺乳類 

ヒミズ、アズマモグラ、モリアブラコウモリ、アブラコウモリ、ニホンザル、ノウサギ、ニホンリ

ス、ハタネズミ、アカネズミ、ヒメネズミ、ハツカネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、テン、

ニホンアナグマ、イタチ、ハクビシン、ニホンジカ、カモシカ （20種） 

鳥 類 

ヤマドリ、キジ、カルガモ、ハシビロガモ、クロガモ、ミコアイサ、カワアイサ、ハジロカイツブ

リ、キジバト、アオバト、オオミズナギドリ、ウミウ、ヨシゴイ、アオサギ、ジュウイチ、ヨタカ、

コチドリ、シロチドリ、クサシギ、キアシシギ、トウネン、ハマシギ、ユリカモメ、ウミネコ、カ

モメ、アジサシ、クロハラアジサシ、トビ、オジロワシ、ツミ、ケアシノスリ、コノハズク、フク

ロウ、アオバズク、カワセミ、アリスイ、コゲラ、オオアカゲラ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、サ

ンショウクイ、モズ、アカモズ、ハシボソガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒバ

リ、ショウドウツバメ、ウグイス、マキノセンニュウ、セッカ、トラツグミ、ルリビタキ、ツメナ

ガセキレイ、カワラヒワ、ホオアカ、カシラダカ、ノジコ、コジュリン等 （200種） 

爬虫類 
ニホンイシガメ、クサガメ、ミシシッピアカミミガメ、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ、シマヘビ、

アオダイショウ、ジムグリ （8種） 

両生類 
トウホクサンショウウオ、クロサンショウウオ、ハコネサンショウウオ、アカハライモリ、ニホン

アマガエル、トノサマガエル、ウシガエル、ツチガエル、モリアオガエル、カジカガエル（10種） 

昆虫類 

ホソミオツネントンボ、オオアオイトトンボ、オゼイトトンボ、セスジイトトンボ、モノサシトン

ボ、ハグロトンボ、ミヤマカワトンボ、ムカシトンボ、ルリボシヤンマ、サラサヤンマ、ヤマサナ

エ、コオニヤンマ、ムカシヤンマ、オニヤンマ、コヤマトンボ、ショウジョウトンボ、ハッチョウ

トンボ、マイコアカネ、ヒメカマキリ、ハマベハサミムシ、ツユムシ、オナガササキリ、ケラ、ス

ズムシ、マツムシ、エンマコオロギ、カネタタキ、ハマスズ、トノサマバッタ、キガシラヒシウン

カ、アオバハゴロモ、ベッコウハゴロモ、ヒラタグンバイウンカ、エゾゼミ、マダラアワフキ、ツ

マグロオオヨコバイ、ビロウドサシガメ、ナカグロカスミカメ、クロホシカメムシ、キベリヒョウ

タンナガカメムシ、ヨコヅナツチカメムシ、オオトゲシラホシカメムシ、ヒメアメンボ、オオコオ

イムシ、リンゴノコカクモンハマキ、イチモンジセセリ、ルリシジミ、ゴイシシジミ、ルリタテハ

本土亜種、コミスジ、キタテハ、キアゲハ、モンシロチョウ、シロツトガ、ウラベニエダシャク、

ヒメシャチホコ、シロヒトリ、カラスヨトウ、ウスシロフコヤガ、ナカノホソトリバ、ホソヒラタ

アブ、アオオサムシ、オオヒラタゴミムシ、コニワハンミョウ、ヒメゲンゴロウ、ノコギリクワガ

タ、オオコフキコガネ、カブトムシ、スナサビキコリ、ナミテントウ、クロオオアリ、ヒメスズメ

バチ、シロスジヒゲナガハナバチ等 （695種） 

魚 類 

ギンブナ、タモロコ、ニゴイ、オイカワ、アブラハヤ、カマツカ、モツゴ、タイリクバラタナゴ、

ウグイ、エゾウグイ、シマドジョウ、ドジョウ、ホトケドジョウ、ナマズ、アカザ、アユ、サケ、

サクラマス（ヤマメ）、キタノメダカ、トミヨ属淡水型、カマキリ、シマイサキ、メナダ、ボラ、

マハゼ、アシシロハゼ、シマウキゴリ、スミウキゴリ、ウキゴリ、シロウオ、ミミズハゼ、オオヨ

シノボリ、クロダハゼ、シマヨシノボリ、オウミヨシノボリ、旧トウヨシノボリ類、ヌマチチブ、

ヒラメ （37種） 

底生動物 

ナミウズムシ、マルタニシ、カワニナ、サカマキガイ、ヒメモノアラガイ、カワコザラガイ、ナガ

オカモノアラガイ、マツカサガイ、ドブガイ、ヤマトシジミ、エラオイミズミミズ、エラミミズ、

モトムラユリミミズ、ユリミミズ、カワリミズミミズ、クロオビミズミミズ、ヨゴレミズミミズ、

シミズメリタヨコエビ、ニホンオカトビムシ、ミズムシ（甲）、アメリカザリガニ、モクズガニ等

 （79種） 

注：種名等については基本的には「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29年度生物リスト」（河川環境

データベース 国土交通省、平成 29 年）に準拠した。鳥類については「日本鳥類目録 改訂第 7版」（日本鳥

学会、平成 24 年）に従った。  
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②  渡り鳥 

「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（生物多様性センターHP、閲覧：

平成 30年 12月）に、ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来数が掲載されており、対象事業実施

区域の最寄りの調査地点としては、北東約 3.7kmに北新保大池がある。そのほか、対象事業

実施区域より南西約 23.4㎞に福島潟、南西約 31.5㎞に瓢湖、南西約 36.9㎞に鳥屋野潟・

清五郎潟、南西約 54.4㎞に佐潟・上佐潟・御手洗潟の調査地点が存在する。調査地点図は

図 3.1-16のとおりである。 

平成 19 年から平成 28 年までの過去 10 年間の調査結果は表 3.1-21 のとおり、対象事業

実施区域の最寄りの北新保大池では、オオハクチョウ、コハクチョウ、マガモ、カルガモ、

コガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロが確認され

ている。 

 

 

「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」 

（生物多様性センターHP、閲覧：平成 30年 12月）より作成 

図 3.1-16 ガンカモ類の生息調査の調査地点 
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表 3.1-21(1) ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来状況 

（単位：個体） 

調査地点名 年 確認市 
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北新保大池 

（対象事業 

実施区域の

北東 3.7km） 

H19 村上市(旧神林村) 393 1,140 0 0 0 0 133 0 3,500 0 0 1 4,200 136 53 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H20 村上市(旧神林村) 65 1,142 0 0 0 0 680 0 1,321 0 0 2 2,360 24 92 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H21 村上市(旧神林村) 249 1,390 0 0 0 0 1,338 0 3,500 0 0 0 1,480 79 64 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H22 村上市(旧神林村) 124 892 0 0 0 0 460 0 1,680 0 0 0 2,800 105 46 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H23 村上市(旧神林村) 58 330 0 0 0 0 1,967 0 2,130 0 0 0 702 28 51 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H24 村上市 124 468 0 0 0 0 62 0 463 0 0 4 1,240 17 47 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H25 村上市 89 875 0 0 0 0 150 0 1,875 0 0 0 2,230 12 67 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H26 村上市 68 809 0 0 0 0 583 0 1,225 0 0 1 1,648 29 134 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H27 村上市 65 685 0 0 0 0 436 0 1,401 0 0 0 1,758 44 170 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H28 村上市 13 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

福島潟 

（対象事業 

実施区域の

南西

23.4km） 

H19 新潟市 0 3,016 0 1,271 904 0 2,774 606 11,476 8 0 6 21 0 1 0 0 32 0 1 1 0 0 0 0 

H20 新潟市 0 3,646 0 402 1,135 0 1,734 434 4,365 46 2 31 24 0 8 0 0 35 0 0 7 0 0 0 1 

H21 新潟市 23 1,910 0 1,295 3,264 0 2,249 547 4,680 11 0 0 93 0 0 0 0 34 0 1 6 0 0 0 0 

H22 新潟市 288 2,002 0 449 1,547 0 1,052 337 1,566 7 0 4 4 1 1 0 0 4 0 1 37 0 0 0 0 

H23 新潟市 177 2,599 83 804 7,063 0 1,811 296 853 41 0 6 26 0 6 0 0 8 1 0 17 0 0 0 0 

H24 新潟市 47 1,606 0 383 5,557 0 1,562 220 1,061 14 0 0 34 0 1 0 0 0 1 0 22 0 0 0 0 

H25 新潟市 59 2,602 8 803 4,338 0 3,173 518 6,653 2 4 5 76 1 0 0 0 41 0 4 8 0 0 0 0 

H26 新潟市 144 1,284 0 788 2,406 0 7,415 631 3,681 43 1 0 3,003 0 10 0 0 56 0 2 27 0 0 0 0 

H27 新潟市 58 3,375 0 27 339 0 6,230 995 17,991 18 12 2 45 3 2 0 0 11 0 0 20 0 0 0 0 

H28 新潟市 139 5,319 1 168 1,047 0 5,016 253 3,115 8 0 0 4 2 5 0 0 8 0 1 15 0 0 0 0 

瓢湖 

（対象事業 

実施区域の

南西

31.5km） 

H19 阿賀野市 324 2,841 0 0 3 0 2,617 206 6,598 0 0 374 3,765 44 317 127 1 6 0 0 5 4 0 0 1 

H20 阿賀野市 360 3,283 0 1 3 0 2,151 203 3,595 0 36 541 4,096 45 309 311 1 6 0 1 6 3 0 0 0 

H21 阿賀野市 526 2,914 0 0 0 0 1,592 108 2,965 0 17 421 5,290 37 447 260 2 4 0 0 11 2 0 0 0 

H22 阿賀野市 366 2,089 0 0 3 0 2,585 119 5,058 0 1 560 5,664 25 315 283 2 1 0 0 8 1 0 0 0 

H23 阿賀野市 440 2,282 0 0 7 0 1,597 223 5,106 0 4 541 4,628 13 414 305 1 2 0 0 14 0 0 1 0 

H24 阿賀野市 245 3,339 0 0 3 0 1,209 128 1,588 0 0 402 3,854 9 308 374 0 0 0 0 19 1 1 0 0 

H25 阿賀野市 303 3,268 0 0 5 0 1,239 210 1,259 0 0 459 4,495 12 338 218 0 2 0 0 6 1 0 0 0 

H26 阿賀野市 284 1,993 0 0 23 0 2,579 120 2,475 0 5 368 5,826 8 456 277 0 1 0 0 39 1 1 0 0 

H27 阿賀野市 189 5,452 0 0 0 0 1,607 193 3,852 0 0 417 8,436 16 531 280 0 6 0 0 14 2 1 0 2 

H28 阿賀野市 170 2,345 0 0 0 0 801 52 431 0 0 38 1,464 13 367 46 0 1 0 0 12 1 0 0 3 
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表 3.1-21(2) ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来状況 

（単位：個体） 

調査地点名 年 確認市 

オ
オ
ハ
ク
チ

ウ 

コ
ハ
ク
チ

ウ 

シ
ジ

ウ
カ
ラ
ガ
ン 

マ
ガ
ン 

ヒ
シ
ク
イ 

オ
シ
ド
リ 

マ
ガ
モ 

カ
ル
ガ
モ 

コ
ガ
モ 

ヨ
シ
ガ
モ 

オ
カ
ヨ
シ
ガ
モ 

ヒ
ド
リ
ガ
モ 

オ
ナ
ガ
ガ
モ 

ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ 

ホ
シ
ハ
ジ
ロ 

キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ 

ス
ズ
ガ
モ 

ト
モ
エ
ガ
モ 

ホ
オ
ジ
ロ
ガ
モ 

カ
ワ
ア
イ
サ 

ミ
コ
ア
イ
サ 

ア
メ
リ
カ
ヒ
ド
リ 

メ
ジ
ロ
ガ
モ 

コ
ウ
ラ
イ
ア
イ
サ 

カ
モ
類
種
不
明 

鳥屋野潟・清五郎潟 

（対象事業実施区域

の南西 36.9km） 

H19 新潟市 27 2,832 0 0 12 0 4,237 2,390 3,524 0 0 0 67 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

H20 新潟市 0 1,313 0 0 0 0 5,065 2,003 3,411 0 0 3 57 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

H21 新潟市 24 1,116 0 0 0 0 6,767 916 9,504 0 0 0 29 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 

H22 新潟市 17 1,179 0 0 0 0 2,608 796 5,874 0 0 0 35 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 

H23 新潟市 44 1,064 0 0 0 0 3,994 529 4,753 0 0 0 247 6 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

H24 新潟市 17 527 0 0 0 0 4,908 786 3,145 0 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

H25 新潟市 0 283 0 0 0 0 4,554 355 2,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 

H26 新潟市 24 685 0 0 0 0 6,328 837 6,764 0 1 20 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

H27 新潟市 8 618 0 0 0 0 5,488 637 19,927 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

H28 新潟市 17 2,759 0 0 0 0 6,365 468 1,134 0 0 4 23 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 

佐潟・上佐潟・御手洗

潟 

（対象事業実施区域

の南西 54.4km） 

H19 新潟市 106 2,164 0 1 22 0 5,848 22 4,490 0 0 2 16 0 54 2 0 4 0 18 37 0 0 0 0 

H20 新潟市 172 1,987 0 0 25 0 5,042 2 4,127 0 1 1 12 0 100 0 0 4 0 20 34 0 0 0 0 

H21 新潟市 140 3,119 0 0 4 0 7,939 4 4,595 0 4 5 39 0 21 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

H22 新潟市 225 4,610 0 4 26 3 9,638 14 4,801 0 0 62 49 1 43 0 1 21 0 9 23 1 0 0 0 

H23 新潟市 135 4,383 36 16 505 0 6,520 8 3,129 0 0 81 551 0 16 0 0 79 0 8 22 0 0 0 0 

H24 新潟市 166 8,319 0 11 23 0 8,113 24 4,576 0 2 38 243 2 31 2 0 85 0 7 17 0 0 0 0 

H25 新潟市 119 2,810 0 0 3 0 4,465 2 902 0 7 2 15 0 33 0 0 9 1 1 12 0 0 0 0 

H26 新潟市 275 3,453 0 9 235 0 13,991 3 6,449 0 6 11 4 1 146 0 0 16 0 10 20 0 0 0 0 

H27 新潟市 193 3,896 0 0 0 0 8,660 0 6,281 0 1 0 4 2 169 2 0 1 0 3 10 0 0 0 0 

H28 新潟市 275 2,470 0 128 817 0 4,706 0 1,138 0 0 0 10 8 46 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 

〔「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（生物多様性センターHP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 
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③  猛禽類 

主な猛禽類の渡り経路は図 3.1-17～図 3.1-22 に、イヌワシ及びクマタカの生息分布は図

3.1-23及び図 3.1-24に、オオタカの生息分布は図 3.1-25のとおりである。 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27

年修正版）によると、対象事業実施区域及びその周囲においては、ノスリ（春季）、サシバ（春

季及び秋季）、ハチクマ（春季及び秋季）の渡り経路が確認されている。また、対象事業実施

区域を含むメッシュにおいて、イヌワシ及びクマタカの生息は確認されていない。 

「日本におけるオオタカの生息分布（平成 8年～12年）」（環境省、平成 17年）によると、

対象事業実施区域を含むメッシュはオオタカの生息が確認されており、「繁殖を確認」のメッ

シュに該当する。 

「中条町史」（中条町、平成 16年）によると、対象事業実施区域の南東約 8kmに位置する

櫛形山脈は、ノスリ、サシバ、ハチクマ等の渡り経路となっていること、オオタカは農耕地、

市街地にも出現し、沿岸松林での繁殖記録があることが示されている。 

「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」（日本風力開発株式会社、平成 20年度）によ

ると、対象事業実施区域及びその周囲において、ミサゴ、ハチクマ、オジロワシ、オオタカ、

ハイタカ、ハヤブサが確認されている。オオタカは、対象事業実施区域から 5km以上離れて

営巣地が確認されており、成鳥による雛への餌運搬や雛 3個体の巣立ちが確認されている。 

「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベース

EADAS（イーダス）HP、閲覧：平成 30年 12月）によると、図 3.1-26のとおり、対象事業実

施区域周囲のメッシュは注意喚起レベル A3 に該当するものの、対象事業実施区域を含むメ

ッシュは注意喚起レベルなしである。 
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〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-17 ノスリの渡り経路（春季） 

 

 

 

 
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-18 ノスリの渡り経路（秋季） 
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〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-19 サシバの渡り経路（春季） 

 

 
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-20 サシバの渡り経路（秋季） 
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〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-21 ハチクマの渡り経路（春季） 

 

 

 
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-22 ハチクマの渡り経路（秋季） 
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〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-23 イヌワシの生息分布 

 

 

 

 

〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）より作成〕 

図 3.1-24 クマタカの生息分布 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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〔「日本におけるオオタカの生息分布（平成 8年～12年）」（環境省、平成 17年）より作成〕 

図 3.1-25 オオタカの生息分布 

 

 
「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」 

（環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成 

図 3.1-26 センシティビティマップ 

 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 

2次メッシュ 

注意喚起レベル 
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参考資料：「地理情報システム（GIS）：センシティビティマップについて」 

〔環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

◆注意喚起メッシュの作成方法 

 

【重要種】 
まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を 10 種選定し、それぞれ程度の高い方から

3、2、1とランク付けを行いました。 

重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている 98 種を抽出しまし

た。次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性（McGuinness 

et al.2015）等から風力との関係が注目される重要種として 10種を選定しました。このうち、「個体数が極小」、「個

体数が少なく減少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が特殊」のいずれかに該当す

るイヌワシ、シマフクロウ、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク 3とし、それ以外の種については、国

内でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク 2、事例が少ないもしくは関係が不明のクマタカ、オオワ

シ、タンチョウ、コウノトリをランク 1としました。 

最後に、重要種が分布している 10kmメッシュにその重要種のランクを付け、10種のメッシュを重ね合わせました。

同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、最も大きいランクをそのメッシュに付けました。 

 
【集団飛来地】 
集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類（ナベヅル・マナヅ

ル）、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類については、はじ

めにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ（モニタリングサイト 1000 調査）を基に、分類群ご

とに個体数の基準を 3、2、1とランク付けました（個体数の多いものはランクが高くなります）。 

同様に、海ワシ類は「2016 年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」（オジロワシ・オオワシ合同調査グ

ループ,2016）の個体数データから、猛禽類は「平成 27年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業

務報告書,風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」（環境省自然環境局野生生物課,2016）の個体数デ

ータから、個体数の基準をランク付けしました。 

これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて 10km メッシュごとにランクを付けまし

た。 

なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク 1を、集団飛来地に関連するラムサー

ル条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク 3を付けています。 

 
【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】 
最後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました（図 3.1-27）。

メッシュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました（表 3.1-22）。 

 
 表 3.1-22 メッシュのランクと 

注意喚起レベル 

図 3.1-27 重要種と集団飛来地の 

メッシュの重ね合わせ 
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(2)重要な種及び注目すべき生息地 

①  動物の重要な種 

学術的な重要性または希少性に基づく動物の重要な種の選定基準は表 3.1-23、文献その他

の資料で確認された重要な種は表 3.1-24のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲において、哺乳類ではモリアブラコウモリとカモシカの 2

種が確認されている。また、配慮書時の専門家等へのヒアリング（表 4.3-6(2) 専門家等へ

のヒアリング結果概要）によれば、新潟県で 15種のコウモリの生息が確認されており、これ

らのうち、クロホオヒゲコウモリ、ノレンコウモリ、ヤマコウモリ、ウサギコウモリ、コテ

ングコウモリ、テングコウモリが重要な種に該当する。 

鳥類ではオオヒシクイ、マガン、オシドリ、ヨシガモ、トモエガモ、シノリガモ、カンム

リカイツブリ、ヒメウ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、ヨタカ、ケリ、

イカルチドリ、シロチドリ、オオジシギ、イソシギ、ハマシギ、ヘラシギ、コアジサシ、ミ

サゴ、ハチクマ、オジロワシ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、クマタカ、オオコノハ

ズク、コノハズク、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、ブッポウソウ、ハヤブサ、サ

ンショウクイ、チゴモズ、アカモズ、コシアカツバメ、マキノセンニュウ、オオセッカ、コ

ヨシキリ、コサメビタキ、ノジコ、コジュリンの 47種が確認されている。 

爬虫類ではニホンイシガメの 1種、両生類ではトウホクサンショウウオ、クロサンショウ

ウオ、ハコネサンショウウオ、アカハライモリ、トノサマガエル、モリアオガエル、カジカ

ガエルの 7種が確認されている。 

昆虫類ではコバネアオイトトンボ、モートンイトトンボ、オオセスジイトトンボ、アマゴ

イルリトンボ、アオハダトンボ、アオヤンマ、マダラヤンマ、カトリヤンマ、ホンサナエ、

トラフトンボ、ハネビロエゾトンボ、マダラナニワトンボ、ハルゼミ、ババオオヨコバイ、

タガメ、ミヤマシジミ、ヒカゲチョウ、オオミスジ、オオムラサキ、ギフチョウ、ババエダ

シャク、ハマヤガ、ハラビロハンミョウ、カワラハンミョウ、シャープゲンゴロウモドキ、

ケシゲンゴロウ、キベリマメゲンゴロウ、オオミズスマシ、コミズスマシ、コガムシ、オオ

クワガタ、アラメエンマコガネ、オオルリハムシ、キアシハナダカバチモドキの 34種が確認

されている。 

魚類ではエゾウグイ、ドジョウ、ホトケドジョウ、アカザ、サクラマス（ヤマメ）、キタノ

メダカ、トミヨ属淡水型、カマキリ、シロウオの 9種、底生動物ではマルタニシ、ナガオカ

モノアラガイ、マツカサガイ、ヤマトシジミの 4種が確認されている。 
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表 3.1-23 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和 25年

法律第 214号、最終改正：平

成 30 年 6 月 8 日）に基づく

天然記念物 

「新潟県文化財保護条例」

（昭和 48年新潟県条例第 33

号）及び「胎内市文化財保護

条例」（平成 17年条例第 108

号）及び「村上市文化財保護

条例」（平成 20年条例第 116

号）に基づく指定文化財 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

 

「国指定文化財等デ

ータベース」（文化庁

HP）、「新潟県の文化財

一覧」（新潟県 HP）、「胎

内市の文化財」（胎内

市 HP）、「むらかみ市勢

豆知識」（村上市 HP） 

（各 HP閲覧：平成 30

年 12月） 

② 「絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する

法律」（平成 4年法律第 75号、

最終改正：平成 29 年 6 月 2

日）及び「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に

関する法律施行令」（平成 5

年政令第 17 号、最終改正：

平成 30年 1月 31日）に基づ

く国内希少野生動植物種等 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の

保存に関する法律施

行令」（平成 5 年政令

第 17 号、最終改正：

平成 30年 1月 31日） 

③ 「環境省レッドリスト 2018」
（環境省、平成 30 年）の掲
載種 

 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 
EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外
側で野生化した状態でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種（現在の状態
をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生で
の存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性
が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧ⅠB類･･･ⅠA類ほどではないが、近い将来における野

生での絶滅の危険性が高いもの 
VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現在の状態をも
たらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧

Ⅰ類」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの） 
NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅危険度は
小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位

カテゴリーに移行する可能性のある種） 
DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体

群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表資

料環境省レッドリス

ト 2018 の公表につい

て」（環境省、平成 30

年） 

④ 「レッドデータブックにい

がた」（新潟県、平成 13年）

の掲載種（哺乳類・昆虫類・

底生動物（大型水生甲殻類以

外）） 

 

「新潟県第 2 次レッドリス

ト（新潟県の保護上重要な野

生生物の種のリスト）」（新潟

県、平成 26～28 年）の掲載

種（鳥類・爬虫類・両生類・

魚類・底生動物（大型水生甲

殻類）） 

EX：絶滅…新潟県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

EN：絶滅危惧 I 類…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き

作用する場合、野生の存続が困難なもの 

VU：絶滅危惧 II類…現在の状態をもたらしている圧迫要因が引き

続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧 I類」のランクに移行

することが確実と考えられるもの 

NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息・生育

条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位のランクに移行

する要素を有するもの 

LP：地域個体群…保護に留意すべき地域個体群 

「レッドデータブッ

クにいがた」（新潟県、

平成 13年） 

 

 

「新潟県第 2次レッド

リスト（新潟県の保護

上重要な野生生物の

種のリスト）」（新潟

県、平成 26～28年） 
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表 3.1-24(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 

確認位置 選定基準 

胎内市 村上市 

鳥類標識

調査地点 

「福島潟」 

① ② ③ ④ 

1 哺乳類 コウモリ ヒナコウモリ クロホオヒゲコウモリ      VU  

2    ノレンコウモリ      VU  

3    モリアブラコウモリ ○     VU EN 

4    ヤマコウモリ      VU VU 

5    ウサギコウモリ       VU 

6    コテングコウモリ       VU 

7    テングコウモリ       VU 

8  ウシ ウシ カモシカ ○ ○  特天    

9 鳥類 カモ カモ オオヒシクイ ○     NT NT 

10    マガン ○   天  NT NT 

11    オシドリ ○ ○    DD NT 

12    ヨシガモ ○      NT 

13    トモエガモ ○     VU NT 

14    シノリガモ ○      NT 

15  カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ ○      NT 

16  カツオドリ ウ ヒメウ ○ ○    EN NT 

17    ウミウ ○      NT 

18  ペリカン サギ ヨシゴイ ○     NT NT 

19    ササゴイ ○ ○     NT 

20    チュウサギ ○     NT NT 

21    コサギ ○      NT 

22  ヨタカ ヨタカ ヨタカ ○ ○    NT NT 

23  チドリ チドリ ケリ ○     DD NT 

24    イカルチドリ ○      NT 

25    シロチドリ ○ ○    VU NT 

26   シギ オオジシギ ○ ○    NT VU 

27    イソシギ ○ ○     NT 

28    ハマシギ ○     NT NT 

29    ヘラシギ ○    国内 CR VU 

30   カモメ コアジサシ ○ ○    VU NT 

31  タカ ミサゴ ミサゴ ○     NT NT 

32   タカ ハチクマ ○     NT NT 

33    オジロワシ ○   天 国内 VU EN 

34    ツミ ○      NT 

35    ハイタカ ○ ○    NT NT 

36    オオタカ ○ ○    NT NT 

37    サシバ ○ ○    VU NT 

38    クマタカ ○    国内 EN EN 

39  フクロウ フクロウ オオコノハズク ○      NT 

40    コノハズク ○      NT 

41    アオバズク ○      NT 

42   カワセミ アカショウビン ○      NT 

43    ヤマセミ ○ ○     NT 

44  ブッポウソウ ブッポウソウ ブッポウソウ ○ ○    EN VU 

45  ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ ○    国内 VU NT 

46  スズメ サンショウクイ サンショウクイ ○ ○    VU NT 

47   モズ チゴモズ ○     CR VU 

48    アカモズ ○ ○    EN EN 

49   ツバメ コシアカツバメ ○ ○     NT 

50   センニュウ マキノセンニュウ   ○   NT NT 

51    オオセッカ   ○  国内 EN  

52   ヨシキリ コヨシキリ ○      NT 

53   ヒタキ コサメビタキ ○      NT 

54   ホオジロ ノジコ ○     NT NT 

55    コジュリン   ○   VU VU 
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表 3.1-24(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 

確認位置 選定基準 

胎内市 村上市 

鳥類標識

調査地点 

「福島潟」 

① ② ③ ④ 

56 爬虫類 カメ イシガメ ニホンイシガメ ○     NT NT 

57 両生類 有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ ○ ○    NT NT 

58    クロサンショウウオ ○ ○    NT NT 

59    ハコネサンショウウオ ○ ○     NT 

60   イモリ アカハライモリ ○ ○    NT NT 

61  無尾 アカガエル トノサマガエル ○ ○    NT VU 

62   アオガエル モリアオガエル ○ ○     NT 

63    カジカガエル ○ ○     NT 

64 昆虫類 トンボ アオイトトンボ コバネアオイトトンボ  ○    EN VU 

65   イトトンボ モートンイトトンボ  ○    NT  

66    オオセスジイトトンボ  ○    EN EN 

67   モノサシトンボ アマゴイルリトンボ  ○     NT 

68   カワトンボ アオハダトンボ ○     NT VU 

69   ヤンマ アオヤンマ  ○    NT NT 

70    マダラヤンマ ○ ○    NT VU 

71    カトリヤンマ ○      VU 

72   サナエトンボ ホンサナエ  ○     VU 

73   エゾトンボ トラフトンボ  ○     NT 

74    ハネビロエゾトンボ  ○    VU  

75   トンボ マダラナニワトンボ ○ ○    EN EN 

76  カメムシ セミ ハルゼミ ○ ○     NT 

77   ヨコバイ ババオオヨコバイ ○      LP 

78   コオイムシ タガメ ○     VU EN 

79  チョウ シジミチョウ ミヤマシジミ ○ ○    EN VU 

80   タテハチョウ ヒカゲチョウ ○      VU 

81    オオミスジ ○      NT 

82    オオムラサキ  ○    NT NT 

83   アゲハチョウ ギフチョウ ○ ○    VU NT 

84   シャクガ ババエダシャク ○      LP 

85   ヤガ ハマヤガ ○     NT NT 

86  コウチュウ ハンミョウ ハラビロハンミョウ ○ ○    VU NT 

87    カワラハンミョウ ○ ○    EN NT 

88   ゲンゴロウ シャープゲンゴロウモドキ ○    国内 CR EN 

89    ケシゲンゴロウ ○     NT  

90    キベリマメゲンゴロウ ○     NT  

91   ミズスマシ オオミズスマシ  ○    NT  

92    コミズスマシ ○     EN  

93   ガムシ コガムシ ○     DD  

94   クワガタムシ オオクワガタ ○     VU NT 

95   コガネムシ アラメエンマコガネ ○     NT VU 

96   ハムシ オオルリハムシ ○ ○    NT NT 

97  ハチ ドロバチモドキ キアシハナダカバチモドキ ○ ○    VU NT 

98 魚類 コイ コイ エゾウグイ  ○     VU 

99   ドジョウ ドジョウ ○ ○    NT  

100    ホトケドジョウ ○ ○    EN VU 

101  ナマズ アカザ アカザ ○     VU NT 

102  サケ サケ サクラマス（ヤマメ）  ○    NT NT 

103  ダツ メダカ キタノメダカ ○ ○    VU NT 

104  トゲウオ トゲウオ トミヨ属淡水型 ○ ○    LP※1 EN 

105  カサゴ カジカ カマキリ ○ ○    VU※2 NT※2 

106  スズキ ハゼ シロウオ  ○    VU VU 
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表 3.1-24(3) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 

確認位置 選定基準 

胎内市 村上市 

鳥類標識

調査地点 

「福島潟」 

① ② ③ ④ 

107 底生動物 新生腹足 タニシ マルタニシ ○     VU NT 

108  柄眼 オカモノアラガイ ナガオカモノアラガイ ○     NT NT 

109  イシガイ イシガイ マツカサガイ ○     NT NT 

110  マルスダレガイ シジミ ヤマトシジミ ○     NT  

合計 32目 64科 110種 88種 51種 3種 3種 6種 76種 97種 

注：1．種名等については基本的には「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（河川環

境データベース 国土交通省、平成 29 年）に準拠した。鳥類については「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日

本鳥学会、平成 24年）に従った。 

2．選定基準は、表 3.1-23に対応する。各選定基準の原記載は以下のとおりである。 

※1：本州のトミヨ属淡水型で掲載、※2：カマキリ（アユカケ）で掲載 

3．下線のクロホオヒゲコウモリ、ノレンコウモリ、ヤマコウモリ、ウサギコウモリ、コテングコウモリ、テング

コウモリは、配慮書時の専門家へのヒアリング結果より追加した。 

 

 

②  注目すべき生息地 

「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」（日本風力開発株式会社、平成 20年度）によ

ると、対象事業実施区域及びその周囲において、オオタカ及びコアジサシの繁殖が確認され

ている。 

オオタカは、対象事業実施区域周囲において繁殖が確認されており、成鳥による雛への餌

運搬や雛 3個体の巣立ちが確認されている。 

コアジサシは、対象事業実施区域周囲において、平成 19 年度にはコロニーが 2 箇所確認

されており、1箇所では成鳥約 50個体、コロニー、卵 30個が、もう 1箇所では、成鳥約 100

個体、コロニー、卵 50個が確認されている。平成 20年度は、平成 19年度とは違う 1箇所で

コロニーが確認され、5月に成鳥 300個体が、6月に成鳥 300個体、抱卵、卵が確認されてい

る。8月上旬には、卵が孵化し、雛から幼鳥に成長し、180個体の巣立ちが確認されている。 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地[重要湿地]」（環境省 HP、閲覧：平成 30 年 12

月）によると、新潟海岸はコアジサシの継続的な集団繁殖地として、重要湿地に選定されて

いる。 
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2. 植物の生育及び植生の状況 

(1)植物相の概要 

植物相及び植生の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、文献その他の資料により整理した。 

表 3.1-25 に示す文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲におけ

る植物相の概要は表 3.1-26のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲では、993種の維管束植物（シダ植物及び種子植物）が確認さ

れている。 

 

表 3.1-25 植物に係る文献その他の資料の一覧 

No. 文献その他の資料 対象データの範囲 

1 「レッドデータブックにいがた」（新潟県、平成 13年） 胎内市、村上市 

2 
「新潟県第 2次レッドリスト（新潟県の保護上重要な野生生物の種のリスト）植物（維

管束植物及びコケ植物）編」（新潟県、平成 26年） 

3 「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J, WWF Japan、平成 8年） 

4 「第 1部 新潟県植物誌[遺稿]」（植物同好じねんじょ会、平成 22-24年） 

5 「中条町史」（中条町、平成 16年） 胎内市 

6 「新潟のすぐれた自然」（新潟県、昭和 58年） 

7 「続・新潟のすぐれた自然」（新潟県、平成 5年） 

8 「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」（日本風力開発株式会社、平成 20年度） 

9 「河川水辺の国勢調査（荒川）植物」（国土交通省、平成 19年） 
対象事業実施区域

及びその周囲 

 

表 3.1-26 植物相の概要 

分 類 主な確認種 

シダ植物 

ヒカゲノカズラ、スギナ、ヤマドリゼンマイ、オオキジノオ、ワラ

ビ、コタニワタリ、シシガシラ、ヤブソテツ、クマワラビ、ヤマイ

タチシダ、イノデ、ヤワラシダ、クサソテツ、ノキシノブ等 

 （76種） 

種子植物 

裸子植物 
モミ、アカマツ、クロマツ、スギ、ハイネズ、ネズ、クロベ、ハイ

イヌガヤ、カヤ、チャボガヤ （10種） 

被子植物 

双子葉類 

離弁花類 

カワヤナギ、ハンノキ、ブナ、ミズナラ、コナラ、エゾエノキ、ミ

ゾソバ、カワラナデシコ、オカヒジキ、タムシバ、タブノキ、キク

ザキイチゲ、コウホネ、ヒトリシズカ、ユキツバキ、ミズオトギ

リ、モウセンゴケ、ミヤマキケマン、ワサビ、マルバマンサク、コ

モチマンネングサ、ホクリクネコノメソウ、ヒメヘビイチゴ、ク

ズ、エゾユズリハ、エゾイタヤ、ハイイヌツゲ、ヒメモチ、ノブド

ウ、マキノスミレ、アカバナ、ヒメアオキ、セリ等 （396種） 

合弁花類 

オオイワカガミ、イチヤクソウ、イワナシ、ユキグニミツバツツ

ジ、エゴノキ、リンドウ、アカネ、ハマヒルガオ、クサギ、クロバ

ナヒキオコシ、コシオガマ、ホタルブクロ、サワヒヨドリ、ハマニ

ガナ等 （244種） 

単子葉類 

ヘラオモダカ、コオニユリ、シャガ、ニッポンイヌノヒゲ、ケカモ

ノハシ、ヌマガヤ、ヨシ、ミズバショウ、カラスビシャク、ヒメガ

マ、コウボウムギ、フトイ、ミョウガ、クモキリソウ、ジンバイソ

ウ等 （267種） 

合 計 993種 
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(2)植生の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の現存植生図は図 3.1-28のとおりである。 

低地の平野部には、耕作地が広がり、水田雑草群落が優占するほか、畑雑草群落、市街地が

分布し、一部にゴルフ場・芝地がみられる。平野部を流下する主な河川は胎内川と荒川であり、

河川沿いには、ヤナギ高木群落、ヤナギ低木群落、ヨシクラスなどが分布している。 

沿岸部には、自然裸地（砂丘）が海岸線に沿ってのびており、砂丘植生が部分的に広がって

いる。その背後には飛砂防備林としてのクロマツ植林、アカマツ植林が分布するほか、ユキグ

ニミツバツツジ－アカマツ群集に遷移し、それらに隣接して畑雑草群落が広がっている。 

対象事業実施区域内には、海岸沿いに自然裸地、その他主に砂丘植生、針葉樹林（アカマツ

植林、クロマツ植林）、局所的にニセアカシア群落が分布している。 
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図 3.1-28(1) 現存植生図（拡大版①） 

「第 6～7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」 

1/25,000 植生図「坂町」（平成 12 年度調査）の

GISデータ（環境省生物多様性センターHP、閲覧：

平成 30年 12月）           より作成 

注：図中 No.は図 3.1-28(2)に対応する。 
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図 3.1-28(2) 現存植生図（凡例） 

 

  

※括弧内の数字は、植生自然度を示す。 

 なお、（-）は自然度がないことを示す。 



 

3.1-52 

(67) 

 

図 3.1-28(3) 現存植生図（拡大版②）  

「第 6～7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」 

1/25,000 植生図「坂町」（平成 12 年度調査）の

GISデータ（環境省生物多様性センターHP、閲覧：

平成 30年 12月）         より作成 

注：図中 No.は図 3.1-28(4)に対応する。 
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図 3.1-28(4) 現存植生図（凡例） 

 

  

※括弧内の数字は、植生自然度を示す。 

 なお、（-）は自然度がないことを示す。 
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①  植物の重要な種及び重要な群落 

植物の重要な種及び重要な群落の選定基準は表 3.1-27のとおりである。 

文献その他の資料により確認された植物の重要な種は表 3.1-28、重要な植物群落及びその

分布位置は表 3.1-29及び図 3.1-29のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲では、アナマスミレ、イソスミレ、ミツガシワ、マメダオ

シ、ハマベンケイソウ、ハマゴウ、マルバノサワトウガラシ、シロヨモギ、ミクリ、サギソ

ウ、トキソウ等、60種の重要な植物種が確認されている。 

 

「第 5回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成 12年）による

と、対象事業実施区域及びその周囲には 3件の特定植物群落が分布しており、対象事業実施

区域には「桃崎浜の砂丘植生」が分布している他、近隣には「桃崎浜のアベマキ林」が分布

している。「日本の重要な植物群落Ⅱ甲信越版」（環境庁、昭和 63年）によると、特定植物群

落「桃崎浜の砂丘植生」の特定植物群落調査票が掲載されており、その調査概要は表 3.1-30

のとおりである。また、当該群落の植生調査地点は 2地点あり、それらの植生概要は表 3.1-31

のとおりである。 

「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWF Japan、平成 8年）によると、対象事業実

施区域及びその周囲には表 3.1-32のとおり 9件の植物群落が指定されている。 
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表 3.1-27(1) 植物の重要な種及び群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の

資料 
重要な
種 

重要な
群落 

① 「文化財保護法」（昭和 25

年法律第 214 号、最終改

正：平成 30年 6月 8日）

に基づく天然記念物 

「新潟県文化財保護条

例」（昭和 48 年新潟県条

例第 33号）及び「胎内市

文化財保護条例」（平成 17

年条例第 108号）及び「村

上市文化財保護条例」（平

成 20年条例第 116号）に

基づく指定文化財 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

 

「国指定文化

財等データベ

ース」（文化庁

HP）、「新潟県

の 文 化 財 一

覧」（新潟県

HP）、「胎内市

の文化財」（胎

内市 HP）、「む

らかみ市勢豆

知識」（村上市

HP）（各 HP 閲

覧：平成 30年

12月） 

○ ○ 

② 「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関

する法律」（平成 4年法律

第 75号、最終改正：平成

29 年 6 月 2 日）及び「絶

滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する

法律施行令」（平成 5年政

令第 17号、最終改正：平

成 30 年 1 月 31 日）に基

づく国内希少野生動植物

種等 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそ

れのある野生

動植物の種の

保存に関する

法律施行令」

（平成 5 年政

令第 17号、最

終改正：平成

30 年 1 月 31

日） 

○  

③ 「環境省レッドリスト

2018」（環境省、平成 30年）

の掲載種 

 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らか

に外側で野生化した状態でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種 

（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危

険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧ⅠB類･･･ⅠA類ほどではないが、近い将来におけ

る野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現在の状態

をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来

「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行することが確実と考え

られるもの） 

NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅危険

度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」と

して上位カテゴリーに移行する可能性のある種） 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している

個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道

発表資料環境

省レッドリス

ト 2018の公表

について」（環

境省、平成 30

年） 

○  

④ 「新潟県第 2 次レッドリ

スト（新潟県の保護上重

要な野生生物の種のリス

ト）植物（維管束植物及び

コケ植物）編」（新潟県、

平成 26年）の掲載種 

EX：絶滅…新潟県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

EN：絶滅危惧 I 類…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き

続き作用する場合、野生での存続が困難なもの 

VU：絶滅危惧 II類…現在の状態をもたらしている圧迫要因が

引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧 I類」のカテ

ゴリーに移行することが確実と考えられるもの 

NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息・生

育条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリ

ーに移行する要素を有するもの 

LP：地域個体群…保護に留意すべき地域個体群 

「新潟県第 2

次レッドリス

ト（新潟県の

保護上重要な

野生生物の種

のリスト）植

物（維管束植

物及びコケ植

物）編」（新潟

県、平成 26年） 

○  
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表 3.1-27(2) 植物の重要な種及び群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の 

資料 

重要

な種 

重要な

群落 

⑤ 「第 5回自然環境保全基礎

調査 特定植物群落調査

報告書」（環境庁、平成 12

年）に掲載されている特定

植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落または個体

群 

C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・隔離分

布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地

等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群

落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴が典型

的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっ

ても､長期にわたって伐採等の手が入っていないもの 

G：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極端に少

なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H：その他､学術上重要な植物群落 

「第 5 回 自然

環境保全基礎

調査  特定植

物群落調査報

告書」（環境庁、

平成 12年） 

 ○ 

⑥ 「植物群落レッドデータ・

ブ ッ ク 」（ NACS － J,WWF 

Japan、平成 8年）に掲載の

植物群落 

4：緊急に対策必要 

3：対策必要 

2：破壊の危惧 

1：要注意 

「植物群落レ

ッドデータ・ブ

ック」（NACS－

J,WWF Japan、

平成 8年） 

 ○ 
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表 3.1-28(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
確認市 選定基準 

胎内市 村上市 ① ② ③ ④ 

1 シダ植物 ウラジロ ウラジロ ○     NT 

2  オシダ ヒメカナワラビ ○     VU 

3  メシダ ウスヒメワラビ ○     VU 

4  ウラボシ ホテイシダ ○     NT 

5 裸子植物 ヒノキ ハイネズ ○ ○    VU 

6 離弁花類 ブナ アカガシ ○     LP 

7   ウラジロガシ ○     LP※1 

8  タデ ヌカボタデ ○    VU VU 

9   ノダイオウ ○    VU VU 

10  ナデシコ ハマハコベ ○     VU 

11  ヤマグルマ ヤマグルマ ○     LP 

12  メギ イカリソウ ○     NT※2 

13  ウマノスズクサ マルバウマノスズクサ  ○   VU EN 

14   コシノカンアオイ ○    NT NT 

15  トベラ トベラ ○     LP 

16  バラ ハマナス ○ ○    VU 

17   フユイチゴ ○     LP 

18  トウダイグサ ノウルシ ○ ○   NT VU 

19  モチノキ ソヨゴ ○ ○    LP 

20  スミレ アナマスミレ ○     EN 

21   イソスミレ ○ ○   VU VU※3 

22  ミソハギ ミズマツバ ○    VU VU 

23  アカバナ ミズユキノシタ ○     NT 

24 合弁花類 ミツガシワ ミツガシワ ○     VU 

25  ヒルガオ マメダオシ ○    CR  

26  ムラサキ ハマベンケイソウ ○     EN 

27   スナビキソウ ○     NT 

28  クマツヅラ ハマゴウ ○     NT 

29  シソ ナミキソウ ○     NT 

30  ゴマノハグサ マルバノサワトウガラシ ○    VU EN 

31   サワトウガラシ ○     NT 

32   アブノメ ○     VU 

33  タヌキモ タヌキモ ○    NT VU 

34  スイカズラ ミヤマシグレ ○     LP 

35  オミナエシ オミナエシ ○ ○    EN 

36  キキョウ サワギキョウ ○     VU 

37  キク シロヨモギ ○     EN 

38   タカアザミ ○     NT 

39   オオニガナ ○     VU 

40 単子葉類 オモダカ サジオモダカ  ○    VU 

41   アギナシ ○    NT NT 

42   ウリカワ ○     VU 

43  トチカガミ ヤナギスブタ ○     VU 

44   ミズオオバコ ○    VU VU 

45  ヒルムシロ オヒルムシロ ○     VU 

46  ユリ ヒメサユリ ○    NT VU 

47   ヒメイズイ  ○    VU 

48  アヤメ ヒメシャガ ○    NT NT 

49  イネ ホガエリガヤ ○     NT 

50  ミクリ ミクリ ○    NT NT 

51   ヤマトミクリ ○    NT VU 

52   エゾミクリ ○     VU 
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表 3.1-28(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
確認市 選定基準 

胎内市 村上市 ① ② ③ ④ 

53 単子葉類 カヤツリグサ スナジスゲ  ○    LP 

54   シズイ ○     NT 

55  ラン エビネ ○    NT VU 

56   キンラン ○    VU VU 

57   サギソウ  ○   NT EN 

58   ホクリクムヨウラン ○     VU 

59   ギボウシラン ○ ○   EN VU 

60   トキソウ ○    NT EN 

合計 38科 60種 55種 12種 0種 0種 21種 59種 

注：1．種名等については基本的には「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（河川環

境データベース 国土交通省、平成 29年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 3.1-27に対応する。各選定基準の原記載は以下のとおりである。 

※1：ウラジロガシ（広義）で掲載、※2：イカリソウ（広義）で掲載、 

※3：イソスミレ（セナミスミレ）で掲載 

 

表 3.1-29 対象事業実施区域及びその周囲の特定植物群落 

所在市 名 称 選定基準 面積（ha） 

胎内市 桃崎浜の砂丘植生 D・G 20 

桃崎浜のアベマキ林 C・F － 

村上市 塩谷海岸の砂丘植生 D・G 20 

注：選定基準は以下のとおりである。  

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落また

は個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、

その群落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていな

いもの 

G：乱獲その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

〔「第 5回 自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成 12年）より作成〕 
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図 3.1-29 重要な植物群落の分布位置 

「第 5 回 自然環境保全基礎調査 特定植物

群落調査報告書」（環境庁、平成 12年） 

より作成 
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表 3.1-30 特定植物群落「桃崎浜の砂丘植生」の調査概要 

項目 記載内容 

位置 桃崎浜の海岸砂丘地 

標高 0～10m 

内容 

桃崎浜の海岸砂丘には幅 50～100m、延長約 2kmにわたって砂丘自然植物が残存している。 

前線には、コウボウムギ、ケカモノハシ、カワラヨモギ、ハマヒルガオ、ハマニガナ、オニシ

バ、イソスミレなどの草本にハマゴウなどのほふく形の低木を混じえた海浜植物群落が発達、

背後は、ハマナス、アキグミ、ツルウメモドキなどの低木を主とする群落に移行し、カワラナ

デシコ、アキノキリンソウ、ハマダイコン、ウンランなどの草本も混じる。ハマナスは所々に

大きく群生しており、県内では数少なく貴重である。砂丘植物の後ろはクロマツの砂防林とな

っているが、その林縁や林間にもハマナスが濃密に生育する。 

この群落は、ハマナスをはじめ、県内の海岸砂丘植生の主要構成種が集団をなして生育してお

り、土地の改変で砂丘の自然植生が希少となった現在、海岸砂丘の原植生の一端を示すものと

して価値が高い。 

保護の現状 

保護制度の種類・名称：桃崎浜県自然環境保全地域 

具体的保護対策の種類：1,2 

当該群落へのインパクトの種類：1,2,4,6,9,13 

保護管理に関す

る技術的所見 

近年海岸の浸食が進んで砂丘食性の立地は不安定となっており、さらに後ろ背は国道で区切ら

れているため、植生の荒廃のおそれがあり、保護管理に十分な留意が必要である。 

注：1．表中の具体的保護対策の種類は以下のとおりである。 

0．特になし 

1．立入禁止柵、制札等群落保護のための措置がなされている 

2．歩道、木道、案内板（解説板）等利用者のための施設がある 

3．監視人、管理人が常時（又は季節的に）配置されている 

4．土地所有者の意向等により、通常立入が制限されている 

5．毎年、間伐、下刈り等が実施されている 

6．定期的に清掃活動が実施されている 

7．その他 

8．不明 

2．表中の当該群落へのインパクトの種類は以下のとおりである。 

0．特になし 

1．人の立入 

2．盗採 

3．農林業開発（伐採・植林、水田・畑地化、放牧、草地造成等） 

4．道路開発（道路建設、駐車場、排ガス等） 

5．観光開発（観光地化、スキーコース、ロープウェー、釣り場等） 

6．水辺の開発（港湾・漁港整備、護岸工事、河川改修、堰堤築造、排水工事等） 

7．その他の開発（土地造成、団地造成、パラボラアンテナその他工作物の設置等） 

8．周辺の開発（上記 3～7の開発が群落の周辺で行われているもの） 

9．植物の侵入（伐採跡地植物、先駆植物、帰化植物の侵入等） 

10．虫害・菌害（マツクイムシ、カイガラムシ、スス病等） 

11．動物の侵入（牛馬、イノシシ、食害、排泄物による富栄養化、シカ、野猿等） 

12．汚染物質の侵入（排水、ふん尿、廃油、化学肥料等） 

13．ゴミの投棄（プラスチック容器、塵埃、生ゴミ等） 

14．自然災害（風害、塩害、雪害、山崩れ、山火事、乾燥化（湿原）等） 

15．その他 

〔「日本の重要な植物群落Ⅱ 甲信越版」（環境庁、昭和 63年）より作成〕 

 

表 3.1-31 特定植物群落における植生調査地点の調査概要 

群落名 階層 高さ 植被率 種名等 

ハマナス群落 

草本層-1 ～1.2m 10% ハタザオ、カワラマツバ等 5種 

草本層-2 ～0.65m 80% 
ハマナス、カワラマツバ、コバンソウ、アキノキリンソ

ウ、カワラナデシコ等 12種 

ハマゴウ群落 草本層 ～2m 60% 
ハマゴウ、カワラヨモギ、アメリカネナシカズラ等 

 19種 

〔「日本の重要な植物群落Ⅱ 甲信越版」（環境庁、昭和 63年）より作成〕 
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表 3.1-32 対象事業実施区域及びその周囲の植物群落レッドデータ・ブック指定状況 

所在市 群落名 ランク 

胎内市 桃崎浜の砂丘植生 3 

村上市 塩谷の海浜植物群落 4 

アキグミ･ツルウメモドキ 4 

ハイネズ・ハマナス 4 

カワラナデシコ・ハマエンドウ 4 

ヒメイズイ・ヒメヤブラン 4 

イソスミレ・ウンラン 4 

ケカモノハシ・コウボウムギ 4 

カワラヨモギ・オトコヨモギ 4 

注：植物群落レッドデータ・ブックのランクは以下のとおりである。  

1：要注意（当面、新たな保護対策は必要ない） 

2：破壊の危惧（現在は保護対策が功を奏しているが、将来は破壊の危惧が大きい） 

3：対策必要（対策を講じなければ群落の状態が徐々に悪化する） 

4：緊急に対策必要（緊急に対策を講じなければ群落が壊滅する） 

〔「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWF Japan、平成 8年）より作成〕 

 

(3)巨樹・巨木林及び天然記念物 

対象事業実施区域及びその周囲の植物に係る天然記念物は表 3.1-33、巨樹・巨木林は表

3.1-34のとおりである。また、それぞれの分布位置は図 3.1-30のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲には、県指定 2件、市指定 4件、計 6件の天然記念物が分布

している。また、「巨樹・巨木林データベース」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：平成 30

年 12月）によると、対象事業実施区域の周囲には、樹林 1件、単木 14件、計 15件の巨樹・巨

木林が分布している。なお、対象事業実施区域には、天然記念物及び巨樹・巨木林は分布して

いない。 

 

表 3.1-33 対象事業実施区域及びその周囲の植物に係る天然記念物 

市 指定 名 称 指定年月日 所在地 

胎内市 県 黒川の八反ガヤ 昭和 27年 12月 10日 胎内市下館 

地本のミズバショウ群落 昭和 38年 3月 22日 胎内市地本 

市 一之堰の大欅 昭和 46年 12月 1日 胎内市下館 

乙宝寺のオオバカシ（アカガシ） 昭和 48年 4月 1日 胎内市乙 

きのとざくら 平成元年 8月 1日 胎内市乙 

山王のミツガシワ 平成 8年 4月 1日 胎内市山王 

 

 

  

「新潟県の文化財一覧」（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月） 

「胎内市文化財一覧」（胎内市 HP、閲覧：平成 30年 12月） 

「むらかみ市勢豆知識」（村上市 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成 
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表 3.1-34 対象事業実施区域及びその周囲の巨樹・巨木林 

市 区分 No. 樹種 周囲（cm） 樹高（m） 備 考 

胎内市 樹林 

1 

スギ 431 30  

スギ 492 30  

スギ 318 30  

スギ 350 30  

スギ 331 30  

スギ 357 35  

スギ 382 30  

スギ 300 25  

スギ 233 26  

スギ 254 25  

アカガシ 400 6 市指定天然記念物 

単木 2 エノキ 310 10  

3 エノキ 282 15  

4 アベマキ 440 20  

5 トネリコ 203 15  

6 ケヤキ 320 30  

7 トチノキ 320 20  

8 アカガシ 330 21  

9 ケヤキ 380 25  

10 モミ 380 15  

11 アカマツ 660 20  

12 アカマツ 302 20  

13 ケヤキ 620 20 市指定天然記念物 

14 ケヤキ 345 25  

15 ケヤキ 430 20  

〔「巨樹・巨木林データベース」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：平成 30年 12月）より作成〕 

  



 

3.1-63 

(78) 

 

図 3.1-30 天然記念物及び巨樹・巨木林の分布位置 

「新潟県の文化財一覧」（新潟県 HP） 
「胎内市文化財一覧」（胎内市 HP） 
「むらかみ市勢豆知識」（村上市 HP） 
「第 4 回 自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林 甲信
越・北陸版」（環境庁、平成 3年） 

「第 6回 自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木フォロー
アップ調査報告書」（環境省生物多様性センター、平成
13年） 

「巨樹・巨木林データベース」（環境省生物多様性センタ
ー）     (各 HP閲覧：平成 30年 12月)より作成 注：図中 No.は、表 3.1-34の No.に対応している。 
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3. 生態系の状況 

(1)環境類型区分 

対象事業実施区域及びその周囲の環境類型区分の概要は表 3.1-35、その分布状況は図 3.1-31

のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲の地形は、主に櫛形山脈の山地と平野・沿岸部の低地であり、

植生区分との対応関係により、低地自然林、山地二次林、低地二次林、草地・伐採跡地等、植

林地、耕作地等、市街地等の 7つの環境類型区分に分類される。山地の大部分は、山地二次林、

植林地、草原・伐採跡地等であり、低地の平野部は耕作地等、沿岸部は植林地、山地二次林、

耕作地等が広がっている。 

対象事業実施区域の環境類型区分は主に植林地、草原・伐採跡地等、市街地等であり、一部

に耕作地等の分布が認められる。 

 

表 3.1-35 環境類型区分の概要 

環境類型区分 主な地形 植生区分 

低地自然林 低 地 ハンノキ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）、ヤナギ低木群落（Ⅵ） 

山地二次林 山 地 オクチョウジザクラ－コナラ群集、ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集 

低地二次林 低 地 オニグルミ群落（Ｖ）、落葉広葉低木群落、低木群落 

草原・伐採跡地等 山 地 

低 地 

砂丘植生、ヨシクラス、ツルヨシ群集、ススキ群団（Ｖ）、ススキ群団（Ⅶ）、伐

採跡地群落（Ｖ） 

植林地 スギ植林、アカマツ植林、クロマツ植林、ニセアカシア群落、竹林 

耕作地等 

低 地 

ゴルフ場・芝地、牧草地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、果樹園、畑雑

草群落、水田雑草群落、放棄水田雑草群落 

市街地等 
市街地、緑の多い住宅地、残存・植栽樹群をもった公園等、工場地帯、造成地、

開放水域、自然裸地 
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図 3.1-31 環境類型区分  

「第 6～7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」 

1/25,000 植生図「坂町」（平成 12 年度調査）の

GISデータ（環境省生物多様性センターHP、閲覧：

平成 30年 12月）          より作成 
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(2)重要な自然環境のまとまりの場 

対象事業実施区域及びその周囲の自然環境について、重要な自然環境のまとまりの場の抽出

を行った。抽出された重要な自然環境のまとまりの場の概要は表 3.1-36に、その分布状況は図

3.1-32のとおりである。 

 

表 3.1-36 重要な自然環境のまとまりの場の概要 

No. 重要な自然環境のまとまりの場 抽出理由 

1 

まとまり

のある 

自然植生 

海岸線の自然草原 

（砂丘植生） 

砂丘が海岸線に沿ってのびており、砂丘植生が部分的に広がっ

ている。桃崎浜及び塩谷海岸には、特に良好な砂丘植生がみら

れ、ハマナス、イソスミレ、ウンラン、ケカモノハシ、コウボウ

ムギ、カワラヨモギなどが生育している。桃崎浜、塩谷海岸はと

もに「特定植物群落」に選ばれているほか、桃崎浜は「自然環境

保全地域」にも指定されている。また、砂地を主要な生息場所と

するシロチドリ、コアジサシなどの重要な動物種も確認されて

いる。 

地本の自然林 

（ハンノキ群落・ミズバショ

ウ群落） 

地本の湿地帯に分布するハンノキ群落であり、ミズバショウ、ヨ

シ、ゴキヅル、ミクリ類などが生育している。ミズバショウは、

面積 1.4ha に 2 万株近い群生をしており、県の天然記念物に指

定されている。また、地本の湿地帯は、オオヨシキリの生息地と

なっている。 

山王ため池の自然草原 

（ヨシクラス） 

山王のため池に分布する池沼植生であり、ミツガシワが群生す

るほか、コウホネ、ミゾソバ、タヌキモ類などが生育している。

群生するミツガシワは、市の天然記念物に指定されている。 

北新保大池中池の自然草原 

（ヨシクラス） 

北新保の用水池に分布する池沼植生であり、大池はオオハクチ

ョウ、コハクチョウ、マガモ、カルガモ、コガモなどガンカモ類

の渡来地となっている。 

胎内川・荒川沿いの自然林・

自然低木林・自然草原 

（ヤナギ高木群落・ヤナギ低

木群落・ヨシクラス） 

河川等の撹乱を受ける立地に成立している自然植生である。河

川に隣接した自然植生として、動植物の重要な生息・生育空間と

なっているものと考えられる。 

2 自然公園 胎内二王子県立自然公園 

櫛形山脈が指定区域となっている。櫛形山脈の最北端に位置す

る鳥坂山が分布北限になっているヤマグルマやヒメカナワラビ

が生育するほか、多くの鳥類が生息している。また、櫛形山脈は、

サシバ、ハチクマなどの重要な動物種の渡り経路であり、特別天

然記念物であるカモシカの生息地にもなっている。 

3 
自然環境 

保全地域 
桃崎浜自然環境保全地域 

優れた自然環境を極力人為を加えずに保全する地域であり、桃

崎浜が指定区域となっている。県内の海岸砂丘植生を構成する

主な植物が集団的に生育し、優れた自然環境が残されている。こ

の砂丘は新潟砂丘の北端付近に位置し、海岸部に接して発達す

る砂丘列の第 1列にあたり、地域内には、ハマナス、ハマゴウ、

アキグミ、ケカモノハシ、カワラヨモギ、ハマニガナ、イソスミ

レ等の砂丘植生が良好に生育している。特にハマナスは所々に

大群落を形成しており、県内の砂丘植生が改変等により少なく

なっている現在、海岸砂丘の原植生の一端を示すものとして学

術的にも貴重な地域である。 

4 保安林 
飛砂防備林や防風林等、地域において重要な機能を有する自然

環境である。 

5 
鳥獣 

保護区 

お幕場鳥獣保護区 鳥獣の保護を図るため、保護の必要があると認められる地域で

ある。 
乙鳥獣保護区 

6 特定植物群落 
自然環境保全基礎調査において定められた「特定植物群落選定

基準」に該当する植物群落である。 

7 重要湿地 

地本湧水 
ハンノキ林・ミズバショウ群生地、ミクリの生育地として希少か

つ相当な割合の生育場所として選定されている。 

新潟海岸 
コアジサシの継続的な集団繁殖地として希少かつ相当な割合の

生息場所として選定されている。 
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図 3.1-32(1) 重要な自然環境のまとまりの場 

「国土数値情報（自然公園地域データ）（自然保全地域デー

タ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP） 

「新潟県鳥獣保護区等位置図（平成 30年度）」（新潟県 HP） 

「森林位置図」（下越森林管理署村上支署ヒアリング、実施：

平成 29年 3月） 

「新潟県農林水産部 治山課資料」（新潟県ヒアリング、実

施：平成 29年 3月） 

「第 5 回 自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告

書」（環境庁、平成 12年） 

「第 6～７回自然環境保全基礎調査（植生調査）」 

1/25,000植生図「坂町」（平成 12年度調査）の GISデータ

（環境省生物多様性センターHP） 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地[重要湿地]」（環

境省 HP） 

（各 HP閲覧：平成 30年 12月）より作成 
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図 3.1-32(2) 重要な自然環境のまとまりの場（拡大版①） 
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図 3.1-32(3) 重要な自然環境のまとまりの場（拡大版②）  
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

1. 景観の状況 

対象事業実施区域は新潟県の北東部に位置する。新潟県は南北に長く、日本海に面し、県境

を山々に囲まれ、四季ごとに多彩な景観をみせる。 

 

(1)主要な眺望点の分布及び概要 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し抽出した。 

・公的な HPや観光パンフレット等に掲載されている情報であること。 

・不特定かつ多数の利用がある地点又は眺望利用の可能性のある地点であること。 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は、表 3.1-37及び図 3.1-33のとおりである。 

 

表 3.1-37 主要な眺望点 

眺望点 眺望点の概要 

岩船港 粟島汽船の発着所や鮮魚加工直売所等がある。 

道の駅神林（穂波の里） 

国道 7 号線沿いにあるが付近には国道 290 号、345 号も通っており、行き交う多

くの人々と物、そして情報の結束点となる位置にあり、地域に開かれたサービス

エリアとして大勢の方に利用されている。 

塩谷稲荷山展望台 

稲荷山は標高 15.3m で、新潟県で最も低い山として認定されている。展望台から

は塩谷地区の町並みや水平線まで見渡せる海原、朝日・飯豊の山並みまでが一望

でき、眺望に優れている。 

はまなすの丘（展望台） 展望台からはハマナスの群落、日本海に沈む夕日、佐渡・粟島等を望む。 

要害山 

荒川のほとり、国道 7 号から平林の集落に入るとすぐに要害山が見えてくる。片

道 1 時間ほどの登山道の途中にも、城戸跡や処刑場跡、物見台などがある。海側

に開けた山頂からは日本海や佐渡、角田山、弥彦山を見渡すことができる。 

白鳥山 標高 298mの山で、ふもとの白鳥公園では胎内市を一望できる展望台がある。 

村松浜海水浴場 
遠浅で、広々とした白い砂浜が特徴。近くには塩の湯温泉があり、疲れた身体を

リフレッシュできる。 

「にいがた観光ナビ」（新潟県観光協会 HP） 

「胎内観光 NAVI」（胎内市観光協会 HP） 

「むらかみの観光情報」（村上市 HP） 

「村上市観光協会-鮭・酒・人情 むらかみ-」（村上市観光協会 HP）

（各 HP、閲覧：平成 30年 12月）           より作成 
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図 3.1-33 主要な眺望点の状況  

「にいがた観光ナビ」（新潟県観光協会 HP） 

「胎内観光 NAVI」（胎内市観光協会 HP） 

「むらかみの観光情報」（村上市 HP） 

「村上市観光協会-鮭・酒・人情 むらかみ-」

（村上市観光協会 HP） 

（各 HP、閲覧：平成 30年 12月）   より作成 
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(2)景観資源 

対象事業実施区域及びその周囲における「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」

（環境庁、平成元年）による景観資源は、表 3.1-38及び図 3.1-34のとおりである。 

 

表 3.1-38 景観資源 

区 分 名 称 

非火山性孤峰 
臥牛山 

鳥坂山 

河成段丘 

名称なし（1） 

名称なし（2） 

胎内平 

滝 

大瀑 

法印瀑 

名称なし 

湖沼 大池 

湿原 地本のミズバショウ群落 

砂丘 

瀬波砂丘 

おまくぼ 

名称なし 

新潟砂丘 

〔「第 3回自然環境保全基礎調査 新潟県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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図 3.1-34 景観資源の状況  

「第 3 回自然環境保全基礎調査 新潟県自然環

境情報図」（環境庁、平成元年）  より作成 
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2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場は、表 3.1-39及び

図 3.1-35のとおりである。 

 

表 3.1-39 人と自然との触れ合いの活動の場 

名 称 
想定される 
活動 

概  要 

はまなすの丘 

（展望台） 
自然観賞 

ハマナスをはじめとする海岸砂丘植物が見られる丘で、特段エ

リアは定められていない。展望台からハマナス群落、日本海に

沈む夕日、佐渡・粟島等を望むことができる。駐車場は 20 台

収容可能。 

胎内市海岸 釣り 
海水浴の指定等は特段ない海岸。夏から秋にかけて、キス・ハ

ゼ・スズキ等の釣りを楽しむことができる。 

B&G海洋センター 海洋レジャー 

プール、体育館、艇庫が整備されており、スポーツの中心地と

して利用されている。ヨットやカヌー等があり、胎内川や海で

の海洋スポーツも体験することができる。 

地本のミズバショウ 自然観賞 

海岸から約 2km、標高 8mの湿地帯（約 1.3ha）に 1万 7千株の

ミズバショウが群生している。低地のため開花時期が早く、見

頃は 3月下旬～4月上旬。県の天然記念物に指定されている。 

胎内川 釣り 

アユ・イワナ・ヤマメ等、大自然の中での釣りを楽しむことが

できる。河口から 15km 程の位置に「胎内フィッシング＆ボー

トパーク」がある。 

荒川 釣り 

国土交通省の一級河川水質調査で 3年連続（2003～2005年）日

本一になった川。平成の名水百選に選ばれている。4月 1日よ

りイワナ、ヤマメ釣りが解禁となるが、サクラマス漁のため、

3月 16日から 5月 31日は荒川本流の河口高速道路橋から上流

丸山大橋の間は禁漁となっている。 

新潟県少年自然の家 自然体験 

小学生や中学生を対象に、学校や地域、家庭ではなかなか体験

することのできない野外活動、集団生活、宿泊体験等を行うこ

とのできる青少年教育施設。 

胎内市荒井浜 

森林公園 
自然観賞 胎内市の管理している森林公園。 

笹口浜公園 自然観賞 

新潟中条中核工業団地に隣接した公園。広大な芝生広場を備

え、レクリエーションや散策の場として利用可能。トイレ、ベ

ンチはあるが遊具はなく、駐車場は 25台収容可能。 

「にいがた観光ナビ」（新潟県観光協会 HP） 

「新潟県」（新潟県庁 HP） 

「胎内市 施設情報」（胎内市役所 HP） 

「胎内観光 NAVI」（胎内市観光協会 HP） 

「村上市観光協会-鮭・酒・人情 むらかみ-」（村上市観光協会 HP） 

「生物多様性保全上重要な里地里山」（環境省 HP） 

「荒川漁業協同組合」（荒川漁業協同組合 HP） 

「胎内市中条 B&G海洋センター」（B&G財団 HP） 

（各 HP、閲覧：平成 30年 12月）          より作成 
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図 3.1-35 人と自然との触れ合いの活動の場の状況  

注：図に示す情報の出典は表 3.1-39と同様である。 
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3.1.7 一般環境中の放射性物質の状況 

「平成 30年版 新潟県の環境」（新潟県、平成 30年）によると、新潟県内 53か所にモニタ

リングポストを設置し、24時間体制で空間放射線量率を測定している。 

胎内市及び村上市における空間放射線測定地点は図 3.1-36のとおりである。平成 29年度に

おける測定結果は、胎内市役所では年間累積値（試算）は 0.38mSv/年、日平均値は 0.0011mSv/

日、村上地域振興局では年間累積値（試算）は 0.57mSv/年、日平均値は 0.0016mSv/日となって

いる。 
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図 3.1-36 空間放射線量測定地点 

「新潟県環境放射線監視テレメータシステム」

（新潟県 HP、閲覧：平成 30年 12月）より作成 
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